
　

タイトル 不作為犯の体系と構造（九・完)

著者 吉田, 敏雄

引用 法学研究, 46(2): 451-496

発行日 2010-09-30



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・

論

説
・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

不
作
為
犯
の
体
系
と
構
造

九
・
完
）

吉

田

敏

雄

北研46(2・ )217 451

不作為犯の体系と構造 (九・完)

目

次

は
じ
め
に

第
一
章

不
作
為
犯
総
説

不
作
為
犯
の
体
系
と
種
類

真
正
不
作
為
犯

不
真
正
不
作
為
犯

複
合
的
行
為
態
様
に
お
け
る
作
為
と
不
作
為

ａ

作
為
と
不
作
為
の
区
別

ｂ

同
時
的
全
体
事
象

ｃ

多
段
階
的
事
象

ｄ

「
非
難
可
能
性
の
重
点
」
説

ｅ

作
為
に
よ
る
不
作
為

（
第
44
巻
第
１
号
）

第
二
章

不
真
正
不
作
為
犯
の
構
成
要
件

客
観
的
構
成
要
件

１

結
果
回
避
義
務
を
基
礎
付
け
る
状
況

２

命
令
さ
れ
た
作
為
の
非
着
手
（
不
作
為
）

３

命
令
さ
れ
た
作
為
に
着
手
す
る
事
実
上
の
可
能
性（
個
別
行
為
能

力
）

４

結
果
の
発
生

５

不
作
為
の
因
果
関
係

（
第
44
巻
第
２
号
）

６

保
障
人
の
地
位



論 説

客
観
的
帰
属

１

行
為
帰
属

ａ

等
価
値
性
修
正

ｂ

消
極
的
安
楽
死

２

結
果
帰
属

ａ

相
当
性
連
関

ｂ

危
険
連
関

ｃ

仮
定
的
代
替
適
法
行
為

（
第
45
巻
第
３
号
）

第
三
章

違
法
性

１

緊
急
避
難

２

保
障
人
の
義
務
衝
突

３

被
害
者
の
承
諾

４

正
当
防
衛

第
四
章

責
任

第
五
章

未
遂

⑴

障
害
未
遂

⑵

中
止
未
遂

⑶

不
能
未
遂

（
第
45
巻
第
４
号
）

第
六
章

過
失
の
不
真
正
不
作
為
犯

１

過
失
の
不
真
正
不
作
為
犯
概
説

２

管
理
過
失
・
監
督
過
失

⑴

不
真
正
不
作
為
犯
と
し
て
の
管
理
過
失
・
監
督
過
失

⑵

監
督
過
失
と
信
頼
の
原
則

⑶

客
観
的
帰
属

（
第
46
巻
第
１
号
）

第
七
章

不
作
為
に
よ
る
正
犯
と
共
犯

⑴

総
説

⑵

保
障
人
の
地
位

ａ

法
令

ｂ

任
意
の
義
務
引
き
受
け
（
契
約
）
（
第
44
巻
第
３
／
４
号
）

ｃ

危
険
を
基
礎
付
け
る
先
行
行
為

ｄ

危
険
源
責
任

ｅ

そ
の
他

（
第
45
巻
第
１
号
）

⑶

我
が
国
の
最
近
の
諸
学
説

ａ

先
行
行
為
説

ｂ

事
実
上
の
引
き
受
け
説
（
具
体
的
依
存
性
説
）

ｃ

法
益
存
立
の
依
存
関
係
説

ｄ

物
理
的
危
険
創
出
行
為
、
法
益
・
危
険
源
の
意
識
的
引
き
受

け
説

ｅ

因
果
経
過
支
配
説

ｆ

排
他
的
支
配
、
危
険
創
出
（
増
加
）
説

ｇ

効
率
性
説

ｈ

機
能
二
分
説

ｉ

準
作
為
犯
説

⑷

我
が
国
の
判
例

ａ

法
令
・
任
意
の
義
務
引
き
受
け

ｂ

先
行
行
為

ｃ

危
険
源
責
任

（
第
45
巻
第
２
号
）

主
観
的
構
成
要
件

１

故
意
の
内
容
と
対
象

２

構
成
要
件
的
錯
誤

北研46(2・ )218 452



１

間
接
正
犯

２

共
同
正
犯

ａ

複
数
の
不
作
為
者
に
お
け
る
共
同
正
犯

ｂ

不
作
為
者
と
作
為
者
の
共
同
正
犯

３

不
作
為
犯
に
対
す
る
作
為
に
よ
る
共
犯

４

不
作
為
に
よ
る
共
犯

ａ

不
作
為
に
よ
る
幇
助

ａ
ａ

正
犯
と
幇
助
の
区
別

ａ
ａ
ａ

日
本
の
判
例

ｂ
ｂ
ｂ

日
本
の
学
説

ｃ
ｃ
ｃ

諸
説
の
検
討

ⅰ

主
観
説

ⅱ

幇
助
説

ⅲ

保
障
人
義
務
内
容
説

ⅳ

行
為
支
配
説

ⅴ

作
為
難
易
度
説

ⅵ

正
犯
説

ｂ
ｂ

幇
助
の
因
果
関
係

ｂ

不
作
為
に
よ
る
教
唆

（
以
上
、
本
号
）

北研46(2・ )219 453

不作為犯の体系と構造 (九・完)



第
七
章

不
作
為
に
よ
る
正
犯
と
共
犯

１

間
接
正
犯

不
作
為
に
よ
る
間
接
正
犯
と
い
う
の
は
存
在
し
な
い
。
間
接
正
犯
と
い
う
の
は
事
実
上
の
行
為
支
配
に
基
づ
く
の
で
あ
る
が
、
不
作
為

犯
に
あ
っ
て
は
、
不
作
為
者
で
あ
る
背
後
者
が
他
人
（
媒
介
者
）
を
操
縦
支
配
す
る
影
響
力
を
有
す
る
と
は
い
え
な
い
、
換
言
す
る
と
、

媒
介
者
は
「
背
後
者
の
意
思
の
道
具
」
と
な
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
か
ら
あ
る
。
保
障
人
の
正
犯
性
は
法
的
な
特
別
の
地
位
に
よ
っ
て

基
礎
付
け
ら
れ
た
作
為
義
務
に
基
づ
い
て
い
る
。
例
え
ば
、
看
護
師
が
、
そ
の
監
督
下
に
あ
る
被
害
妄
想
に
罹
っ
て
い
る
精
神
病
者
に
よ

る
第
三
者
へ
の
殺
人
行
為
を
阻
止
し
な
い
と
き
、
当
該
保
障
人
と
し
て
の
看
護
師
に
は
不
作
為
に
よ
る
直
接
正
犯
が
成
立
す
る
。
保
障
人

は
、
精
神
病
者
を
自
分
の
意
思
の
道
具
に
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
っ
た
く
無
理
強
い
さ
れ
る
こ
と
な
く
振
舞
う
者
を
す
き
放
題
に

さ
せ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で

１
）

あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
不
作
為
に
よ
る
間
接
正
犯
を
認
め
る
学
説
が
あ
る
。
不
作
為
に
よ
る
間
接
正
犯
は
道
具
の
構
成
要
件
的
法
益
侵
害
行

為
を
惹
起
す
る
と
い
う
形
で
の
不
作
為
に
よ
る
間
接
正
犯
は
可
能
で
あ
る
と
の
学
説
が

２
）

あ
る
。
例
え
ば
、
上
記
の
例
に
お
い
て
看
護
師
に

不
作
為
に
よ
る
間
接
正
犯
が
肯
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
、
患
者
は
看
護
師
と
は
関
係
な
く
行
為
を
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
看
護

師
が
患
者
の
行
為
を
惹
起
し
た
と
は
い
え
な
い
。
も
と
よ
り
、
看
護
師
が
精
神
病
者
に
第
三
者
を
殴
る
よ
う
に
仕
向
け
る
と
い
う
場
合
、

看
護
師
の
作
為
に
よ
る
間
接
正
犯
が
成
立

３
）

す
る
。
ド
イ
ツ
連
邦
通
常
裁
判
所
の
判
例
に
、
国
境
警
備
隊
員
が
べ
ル
リ
ン
の
境
界
を
越
え
て

西
ド
イ
ツ
に
逃
亡
す
る
者
に
発
砲
・
射
殺
し
た
事
案
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
社
会
主
義
統
一
党
中
央
委
員
会
政
治
局
員
に
「
組
織
支
配
」
を

理
由
に
不
作
為
に
よ
る
間
接
正
犯
を
認
め
た
も
の
が

４
）

あ
る
。
し
か
し
、
作
為
に
よ
る
間
接
正
犯
で
展
開
さ
れ
た
「
組
織
支
配
」
論
を
不
作
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為
犯
に
転
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
不
作
為
で
は
、
作
為
犯
で
み
ら
れ
る
よ
う
な
背
後
者
の
操
縦
支
配
と
い
う
も
の
は
な
い
し
、
又
、

作
為
犯
で
は
、
身
分
の
な
い
故
意
の
あ
る
道
具
を
利
用
す
る
場
合
の
利
用
者
に
間
接
正
犯
が
認
め
ら
れ
る
が
、
不
作
為
で
は
、
背
後
者
に

こ
れ
に
相
当
す
る
「
刺
激
」
行
為
も
な
い
。
た
し
か
に
、
階
統
的
権
力
構
造
か
ら
す
る
と
、
政
治
局
員
の
影
響
力
は
大
き
い
の
で
あ
る
が
、

そ
の
こ
と
か
ら
操
縦
的
支
配
が
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
で
あ

５
）

ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
、
他
人
が
意
図
し
て
い
た
結
果
発
生
阻
止
行
為
を
暴
行
に
よ
っ
て
妨
げ
る
保
障
人
は
作
為
に
よ
る
直
接
正
犯
で

６
）

あ
る
。

他
人
を
欺
も
う
や
脅
迫
を
用
い
て
こ
の
者
が
し
よ
う
と
し
て
い
る
結
果
の
発
生
阻
止
行
為
を
妨
げ
る
保
障
人
は
、
不
作
為
を
さ
せ
る
と
い

う
作
為
の
形
態
を
と
っ
た
間
接
正
犯
で

７
）

あ
る
。
例
え
ば
、
泳
げ
な
い
父
親
が
、
そ
の
溺
れ
て
い
る
息
子
を
助
け
よ
う
と
し
て
い
る
他
人
に
、

息
子
は
泳
げ
る
か
ら
大
丈
夫
だ
と
言
っ
て
救
助
行
為
を
阻
止
す
る
と
き
、
父
親
に
は
作
為
に
よ
る
殺
人
の
間
接
正
犯
が
成
立

８
）

す
る
。

２

共
同
正
犯

ａ

複
数
の
不
作
為
者
に
お
け
る
共
同
正
犯

作
為
犯
の
共
同
正
犯
で
は
、
共
同
の
行
為
決
意
と
犯
行
計
画
遂
行
へ
の
共
同
加
功
が
前
提
と
な
る
。
こ
の
要
件
が
充
足
さ
れ
る
と
他
人

の
行
為
分
担
も
自
分
に
負
責
さ
れ
る（
一
部
行
為
の
全
部
責
任
）。
不
真
正
不
作
為
犯
に
お
い
て
は
、
犯
行
計
画
の
積
極
的
遂
行
と
い
う
も

の
は
な
い
。
し
か
し
、
不
真
正
不
作
為
犯
に
お
い
て
は
、
作
為
犯
と
は
異
な
り
、
保
障
人
義
務
違
反
の
不
作
為
が
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、

複
数
の
保
障
人
に
「
共
同
の
結
果
回
避
義
務
」、
つ
ま
り
、
結
果
回
避
の
た
め
の
相
互
支
援
要
請
・
協
働
義
務
が
あ
り
、
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
複
数
の
作
為
義
務
者
が
、
構
成
要
件
的
結
果
の
発
生
を
阻
止
し
な
い
こ
と
を
申
し
合
わ
せ
て
同
一
の
結
果
回
避
義
務
に
違
反
す
る

場
合
、
共
同
正
犯
が
成
立
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
不
作
為
で
は
作
為
の
共
同
正
犯
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
行
為
の
分
担
と
い
う
も
の
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が
存
在
し
な
い
か
ら
、
行
為
分
担
の
相
互
負
責
の
必
要
は

９
）

な
い
。
例
え
ば
、
父
親
と
母
親
が
申
し
合
わ
せ
て
そ
の
子
の
面
倒
を
見
ず
、
死

な
せ
て
し
ま
う
と
か
、
受
刑
者
を
共
同
し
て
監
視
す
る
任
務
を
有
し
て
い
る
二
人
の
刑
務
官
が
相
互
に
意
思
を
連
絡
し
な
が
ら
被
収
容
者

の
脱
走
を
傍
観
し
た
場
合
で

10
）

あ
る
。
但
し
、
こ
の
よ
う
な
事
例
で
は
、
共
同
正
犯
を
認
め
る
実
益
は
そ
れ
ほ
ど
な
い
。
作
為
義
務
を
履
行

せ
ず
、
結
果
の
発
生
を
阻
止
し
な
い
者
は
、
他
人
の
行
動
と
は
関
係
な
く
結
果
の
発
生
を
負
責
さ
れ
う
る
か
ら
で

11
）

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

同
時
正
犯
と
し
て
解
決
す
る
こ
と
も
可
能
で

12
）

あ
る
。

不
真
正
不
作
為
犯
に
お
い
て
共
同
正
犯
の
認
め
ら
れ
る
本
来
的
事
例
と
い
う
の
は
、
複
数
の
保
障
人
が
そ
れ
ぞ
れ
単
独
で
は
結
果
の
発

生
を
阻
止
で
き
ず
、
共
働
し
て
結
果
の
発
生
を
阻
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
で
あ
る
。
例
え
ば
、
父
母
が
川
で
溺
れ
て
い
る
自
分
ら

の
子
を
救
う
た
め
に
協
働
し
な
け
れ
ば
小
船
を
川
に
出
せ
な
い
と
か
、
金
庫
室
に
誤
っ
て
人
が
閉
じ
込
め
ら
れ
た
が
、
異
な
っ
た
鍵
を
有

す
る
二
人
の
所
持
者
に
よ
っ
て
同
時
に
開
錠
さ
れ
な
け
れ
ば
開
け
ら
れ
な
い
場
合
に
、そ
の
二
人
の
者
が
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
い
た
と
か
、

製
造
会
社
の
複
数
の
取
締
役
が
共
同
し
て
し
か
そ
の
欠
陥
製
品
を
回
収
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
、
共
同
正
犯
が
成
立

13
）

す
る
。

一
方
の
保
障
人
は
単
独
で
は
結
果
の
発
生
を
阻
止
し
得
な
い
が
、
他
方
の
保
障
人
は
単
独
で
も
結
果
の
発
生
を
阻
止
し
う
る
と
き
、
両

者
の
意
思
の
連
絡
の
下
、
作
為
義
務
を
履
行
し
な
い
場
合
は
共
同
正
犯
が
成
立
し
、
両
者
の
意
思
の
連
絡
が
な
い
場
合
は
同
時
正
犯
が
成

立

14
）

す
る
。

保
障
人
義
務
を
有
す
る
者
の
不
作
為
と
保
障
人
義
務
を
有
し
な
い
者
の
不
作
為
と
の
間
に
は
共
同
正
犯
は
成
立
し
な
い
。
例
え
ば
、
母

親
が
そ
の
男
友
達
と
殺
害
を
申
し
合
わ
せ
て
自
分
の
子
に
食
事
を
与
え
ず
餓
死
さ
せ
る
場
合
、
母
親
に
は
不
作
為
に
よ
る
殺
人
罪
の
正
犯
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が
成
立
す
る
が
、
保
障
人
の
地
位
に
な
い
男
友
達
に
は
正
犯
は
成
立
し
な
い
。
男
友
達
に
は
、「
餓
死
さ
せ
よ
う
」と
い
う
等
の
言
動
が
見

ら
れ
る
場
合
に
は
、
不
作
為
者
に
対
す
る
作
為
に
よ
る
共
犯
が
成
立
す
る（
下
記
３

15
）

参
照
）。
意
思
の
疎
通
な
し
に
そ
れ
ぞ
れ
の
思
惑
か
ら

不
作
為
に
と
ど
ま
る
と
き
、
非
保
障
人
に
は
正
犯
も
共
犯
も
成
立
し
な
い
。

ｂ

不
作
為
者
と
作
為
者
の
共
同
正
犯

他
人
が
作
為
に
よ
っ
て
構
成
要
件
的
結
果
を
招
来
し
、
保
障
人
が
結
果
の
発
生
を
阻
止
し
な
い
と
い
う
態
様
で
協
働
す
る
と
き
、
例
え

ば
、
保
護
保
障
人
が
そ
の
被
保
護
者
の
身
体
虐
待
を
第
三
者
に
ゆ
る
す
場
合
と
か
、
銀
行
員
が
部
外
者
と
仕
組
ん
で
こ
の
者
に
「
襲
わ
れ

た
」
振
り
を
し
、
現
金
の
「
強
奪
」
を
許
す
が
、
犯
行
前
に
銀
行
幹
部
に
注
意
を
促
す
こ
と
は
せ
ず
、
亦
、
犯
行
中
に
急
報
す
る
こ
と
も

し
な
か
っ
た
と
き
、
共
同
正
犯
が
成
立
す
る
。
共
同
の
犯
行
計
画
が
あ
る
限
り
、
作
為
で
実
現
し
た
重
い
事
情
も
共
同
正
犯
の
法
形
象
に

よ
り
不
作
為
者
に
負
責
さ

16
）

れ
る
。
も
っ
と
も
、
保
障
人
は
、
作
為
正
犯
者
の
犯
罪
行
為
を
阻
止
す
る
義
務
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
ど
の
道
、

そ
の
違
反
に
よ
り
正
犯
と
な
る
の
で
、
共
同
正
犯
を
認
め
る
実
益
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
い
（
下
記
４
ｃ
ｃ
ｃ
、
ⅵ
参
照
）。

共
謀
共
同
正
犯
の
成
立
を
認
め
た
下
級
審
の
裁
判
例
が
あ
る
。
大
阪
高
判
平
成
一
三
年
六
月
二
一
日
判
タ
一
〇
八
五
号
二
九
二
頁
は
、

母
親
が
当
時
一
歳
二
ヶ
月
の
三
女
が
泣
き
出
し
た
こ
と
か
ら
、
三
女
を
殺
害
し
よ
う
と
決
意
し
、
顔
面
、
腹
部
を
殴
打
し
た
上
、
抱
き
か

か
え
た
三
女
を
布
団
上
に
叩
き
つ
け
、
更
に
こ
た
つ
の
天
板
に
叩
き
つ
け
て
そ
の
頭
部
を
強
打
さ
せ
、
頭
部
外
傷
等
に
よ
る
急
性
硬
膜
下

血
腫
に
よ
り
死
亡
さ
せ
て
殺
害
し
た
が
、
そ
の
際
、
母
親
が
こ
た
つ
の
前
に
立
ち
、
三
女
を
右
肩
付
近
に
抱
え
上
げ
た
状
態
で
、
夫
の
方

を
振
り
向
き
「
止
め
へ
ん
か
っ
た
た
ら
ど
う
な
っ
て
も
知
ら
ん
か
ら
」
と
警
告
的
言
葉
を
発
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
夫
が
い
か
な
る
態
度

に
出
る
か
を
問
い
た
だ
し
た
際
、
妻
と
一
旦
は
目
を
合
わ
せ
た
夫
が
、
ベ
ラ
ン
ダ
の
方
を
向
い
て
自
分
を
制
止
し
よ
う
と
し
な
い
こ
と
を
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確
認
し
た
こ
と
か
ら
、
三
女
を
こ
た
つ
の
天
板
に
投
げ
つ
け
て
殺
害
す
る
の
を
夫
が
容
認
し
た
と
理
解
し
、
他
方
、
夫
も
、
そ
の
場
で
妻

の
本
件
犯
行
を
制
止
す
る
こ
と
の
で
き
る
唯
一
の
人
物
で
あ
っ
た
の
に
、
自
ら
も
三
女
に
死
ん
で
ほ
し
い
と
い
う
気
持
ち
か
ら
、
妻
と
一

旦
合
っ
た
目
を
逸
ら
し
、
あ
え
て
妻
を
制
止
し
な
い
と
い
う
行
動
に
出
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
妻
が
三
女
を
殺
害
す
る
の
を
容
認
し
た
と
い

え
る
と
し
て
、
こ
の
時
点
で
、
三
女
を
こ
た
つ
の
天
板
に
叩
き
つ
け
る
と
い
う
方
法
で
殺
害
す
る
こ
と
に
つ
い
て
暗
黙
の
共
謀
が
成
立
し

た
と
認
定
し
た
。
本
事
案
に
お
い
て
は
、
共
謀
共
同
正
犯
を
是
認
し
な
い
立
場
か
ら
で
も
、
妻
の
作
為
に
よ
る
実
行
行
為
と
夫
の
不
作
為

に
よ
る
実
行
行
為
（
犯
罪
阻
止
行
為
を
し
な
い
と
い
う
不
作
為
）
が
認
め
ら
れ
、
殺
人
罪
の
実
行
共
同
正
犯
が
成
立

17
）

す
る
。
最
決
平
成
一

五
年
五
月
一
日
判
時
一
八
三
二
号
一
七
四
頁
は
、
事
故
の
状
況
に
付
き
従
う
ボ
デ
イ
ガ
ー
ド
役
組
員
ら
の
拳
銃
所
持
に
つ
き
、
そ
れ
を
直

接
指
示
し
て
い
な
か
っ
た
（
不
作
為
の
態
様
）
も
の
の
、
そ
の
自
発
的
所
持
を
確
定
的
に
認
識
し
認
容
し
て
い
た
上
、
組
員
ら
も
そ
の
こ

と
を
承
知
し
て
い
た
場
合
に
お
け
る
大
手
暴
力
団
組
長
に
、
実
質
的
に
は
「
所
持
さ
せ
て
い
た
と
評
し
う
る
」
と
し
て
、
拳
銃
所
持
罪
の

共
謀
共
同
正
犯
の
成
立
を
認
め
た
が
、
組
長
の
正
犯
性
を
肯
定
す
る
に
当
た
っ
て
、
そ
の
行
為
が
作
為
な
の
か
不
作
為
な
の
か
に
つ
い
て

は
論
じ
て
い
な
い
。

３

不
作
為
犯
に
対
す
る
作
為
に
よ
る
共
犯

故
意
と
い
う
の
は
因
果
過
程
の
操
縦
で
あ
り
、
こ
れ
が
不
作
為
に
は
欠
け
て
い
る
と
い
う
理
由
か
ら
「
不
作
為
故
意
」
と
い
う
も
の
を

否
定
す
る
目
的
的
行
為
論
に
よ
れ
ば
、
構
造
上
故
意
に
結
び
付
け
ら
れ
る
共
犯
と
い
う
の
は
認
め
ら
れ
な
い
。
不
作
為
へ
の
教
唆
や
幇
助

に
み
え
る
法
現
象
は
実
際
に
は
行
為
決
意
が
生
ず
る
の
を
妨
げ
る
か
、
そ
の
遂
行
を
妨
げ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
他
人
の
作
為
を
妨
げ
る

行
為
は
専
ら
作
為
犯
の
構
成
要
件
に
し
た
が
っ
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
救
助
し
よ
う
と
し
て
い
る
者
に
金
銭
を
渡

し
て
救
助
を
止
め
さ
せ
る
者
は
常
に
殺
人
の
正
犯
で
あ
り
、
不
作
為
者
が
保
障
人
で
あ
る
か
否
か
と
は
関
係
が
な
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い
と
。
し
か
し
、
こ
の
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理
論
に
よ
る
と
、
非
保
障
人
が
川
で
溺
れ
て
い
る
人
を
助
け
よ
う
と
し
た
が
、
連
れ
の
非
保
障
人
が
救
助
に
行
く
の
を
思
い
と
ど
ま
ら
せ

た
場
合
、
助
け
に
行
か
な
い
非
保
障
人
に
は
作
為
義
務
が
な
く
殺
人
罪
は
成
立
せ
ず
、
助
け
を
思
い
と
ど
ま
ら
せ
た
非
保
障
人
は
殺
人
罪

の
作
為
に
よ
る
正
犯
が
成
立
す
る
と
い
う
奇
妙
な
こ
と
に
な
る
。
更
に
、
母
親
に
そ
の
子
を
絞
殺
す
る
よ
う
に
決
意
さ
せ
た
者
は
殺
人
罪

の
教
唆
犯
と
な
り
、
こ
れ
に
対
し
て
、
母
親
に
そ
の
子
を
餓
死
さ
せ
る
よ
う
に
勧
誘
す
る
者
は
殺
人
罪
の
正
犯
と
な
る
と
い
う
こ
れ
ま
た

奇
妙
な
こ
と
に
な
る
。
そ
も
そ
も
、
故
意
の
意
思
内
容
が
現
実
化
意
思
を
内
容
と
す
る
と
こ
ろ
、
何
も
実
現
さ
れ
な
い
不
作
為
で
は
、
こ

う
い
っ
た
意
思
は
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
の
は
独
断
に
過
ぎ
な
い
。
不
作
為
者
が
認
識
し
な
が
ら
因
果
過
程
に
介
入
せ
ず
、
し
か
も
、
構

成
要
件
的
結
果
の
発
生
の
可
能
性
を
少
な
く
と
も
甘
受
す
れ
ば
、
不
作
為
故
意
を
認
め
る
の
に
十
分
で
あ
る
。
保
障
人
は
こ
う
い
っ
た
故

意
を
他
人
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
次
に
、
不
作
為
者
が
救
助
行
為
を
す
る
か
否
か
は
こ
の
者
の
自
由
な
判
断
に
か
か
っ
て

お
り
、
関
与
者
に
は
、
そ
の
作
為
に
も
関
わ
ら
ず
、
構
成
要
件
的
不
法
の
実
現
を
支
配
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
共
犯

が
成
立
す
る
と
す
べ
き
で
あ
る
。
目
的
的
行
為
論
は
正
犯
を
認
め
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
行
為
支
配
論
と
矛
盾
す
る
こ
と
に

19
）

な
る
。

加
担
行
為
と
刑
法
上
重
要
な
結
果
の
間
に
第
三
者
の
自
由
な
介
在
行
為
が
あ
る
と
い
う
共
犯
の
特
徴
は
不
作
為
犯
に
お
い
て
も
存
在
す

る
の
で
、
不
作
為
犯
に
対
す
る
教
唆
や
幇
助
も
可
能
で
あ
る
。
教
唆
も
幇
助
も
作
為
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
の
で
、
共
犯
者
の
保
障
人
義

務
は
必
要
が
な
い
。
教
唆
は
、
保
障
人
に
故
意
を
生
じ
さ
せ
不
作
為
に
と
ど
ま
ら
せ
る
と
き
可
能
で
あ
る
。
例
え
ば
、
非
保
障
人
が
救
助

義
務
の
あ
る
消
防
吏
員
に
燃
焼
中
の
家
の
中
に
い
る
人
の
救
助
に
協
働
し
な
い
よ
う
に
勧
め
る
と
か（
教
唆
）、
非
保
障
人
が
母
親
に
川
で

溺
れ
て
い
る
そ
の
子
を
救
助
し
な
い
よ
う
に
勧
め
る
と
か
（
教
唆
）
と
い
っ
た
場
合
で
あ
る
。
不
作
為
が
正
犯
の
行
為
で
あ
る
か
ら
、
幇

助
は
、
保
障
人
の
不
作
為
に
と
ど
ま
る
意
思
を
精
神
的
に
強
め
る
と
い
っ
た
精
神
的
幇
助
が
一
般
的
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
物
理
的
に

容
易
に
す
る
幇
助
も
可
能
で
あ
る
。
例
え
ば
、
川
で
溺
れ
て
い
る
自
分
の
子
を
救
助
し
な
い
決
意
を
し
た
母
親
に
、
良
心
の
呵
責
を
感
じ
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さ
せ
な
い
た
め
に
注
意
を
そ
ら
し
て
、
そ
の
決
意
を
賞
賛
す
る
者
に
は
精
神
的
幇
助
が
成
立
す
る
。
非
保
障
人
が
救
助
義
務
の
あ
る
消
防

吏
員
を
隠
ま
っ
て
、
指
揮
者
か
ら
燃
焼
中
の
家
の
中
に
い
る
人
の
救
助
に
動
員
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
と
か
、
保
障
人
で
あ
る
母
親
が
そ

の
子
の
苦
痛
で
泣
く
声
に
我
慢
で
き
ず
、
こ
れ
以
上
聞
き
た
く
な
い
と
き
、
非
保
障
人
が
母
親
に
耳
栓
を
渡
し
、
泣
き
声
を
聞
こ
え
な
い

よ
う
に
す
る
と
い
っ
た
場
合
は
物
理
的
幇
助
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
場
合
、
保
障
人
に
は
不
作
為
に
よ
る
正
犯
が
、
非
保
障
人
に
は
作
為
に

よ
る
教
唆
、
幇
助
が
成
立

20
）

す
る
。

４

不
作
為
に
よ
る
共
犯

ａ

不
作
為
に
よ
る
幇
助

ａ
ａ

正
犯
と
幇
助
の
区
別

保
障
人
が
他
者
に
よ
る
作
為
の
犯
行
を
阻
止
し
な
い
こ
と
が
、
保
障
人
の
不
作
為
に
よ
る
正
犯
と
な
る

の
か
、
他
者
に
対
す
る
不
作
為
に
よ
る
幇
助
と
な
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
例
え
ば
、
父
親
が
、
自
分
の
子
が
他
人
を
殺
害
し
よ
う
と
し

て
い
る
の
を
防
止
し
な
い
と
か
、
自
分
の
子
が
他
人
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
を
傍
観
し
て
い
る
場
合
、
父
親
に
殺
人
罪
の

不
作
為
に
よ
る
正
犯
が
成
立
す
る
の
か
、
殺
人
罪
の
不
作
為
に
よ
る
従
犯
が
成
立
す
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。

ａ
ａ
ａ

日
本
の
判
例

日
本
の
判
例
は
、
他
者
の
作
為
正
犯
行
為
が
あ
る
場
合
の
保
障
人
の
不
作
為
は
原
則
と
し
て
幇
助
で
あ
る
と

の
立
場
を
と
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
不
作
為
に
よ
る
正
犯
と
幇
助
犯
を
区
別
す
る
規
準
は
明
確
に
さ
れ
て
い

21
）

な
い
。

①
大
判
昭
和
三
年
三
月
九
日
刑
集
七
巻
一
七
二
頁
は
、
町
会
議
員
総
選
挙
に
際
し
て
、
中
風
症
の
選
挙
人
に
付
き
添
い
投
票
用
紙
を
代
書

し
投
票
す
る
と
い
う
選
挙
干
渉
行
為
を
現
認
し
な
が
ら
こ
れ
を
制
止
し
な
か
っ
た
選
挙
長
た
る
町
長
に
つ
き
、「
不
作
為
ニ
因
ル
幇
助
犯
ハ
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他
人
ノ
犯
罪
行
為
ヲ
認
識
シ
ナ
カ
ラ
法
律
上
ノ
義
務
ニ
違
背
シ
自
己
ノ
不
作
為
ニ
因
リ
テ
其
実
行
を
容
易
ナ
ラ
シ
ム
ル
に
ヨ
リ
成
立
」
す

る
と
し
て
、
不
作
為
に
よ
る
選
挙
干
渉
幇
助
犯
の
成
立
を
認
め
た
。

②
大
判
昭
和
一
九
年
四
月
三
〇
日
刑
集
二
三
巻
八
一
頁
は
、
物
資
配
給
制
度
の
下
で
、
配
給
物
資
を
購
入
す
る
の
に
必
要
な
通
帳
に
記
載

さ
れ
て
い
る
世
帯
人
員
が
減
少
し
て
い
る
の
に
、
そ
の
異
動
を
訂
正
せ
ず
配
給
物
資
を
購
入
し
て
い
た
者
が
い
る
の
を
知
り
な
が
ら
、
そ

れ
を
放
置
し
た
町
内
会
長
に
、「
世
帯
主
ニ
対
シ
テ
異
動
届
出
方
ヲ
督
促
シ
タ
ル
上
異
動
訂
正
ヲ
施
ス
ヘ
キ
義
務
ア
ル
モ
ノ
ト
解
ス
ル
ヲ
当

然
ナ
リ
ト
ス
。
蓋
シ
斯
ク
解
セ
サ
ル
ニ
於
イ
テ
ハ
物
資
配
給
ノ
適
正
円
滑
を
期
シ
得
サ
レ
バ
ナ
リ
」
と
し
て
、
不
作
為
に
よ
る
詐
欺
幇
助

犯
の
成
立
を
認
め
た
。

③
高
松
高
判
昭
和
二
八
年
四
月
四
日
高
裁
刑
判
特
三
六
号
九
頁
は
、
チ
ー
ズ
の
倉
庫
係
が
窃
盗
を
企
図
す
る
者
か
ら
、
チ
ー
ズ
の
計
算
を

一
俵
不
正
に
誤
魔
化
し
て
貰
い
度
い
」
と
頼
ま
れ
、「
そ
の
態
度
に
依
っ
て
暗
黙
の
承
諾
を
与
え
」
た
者
に
つ
き
、「
他
人
の
犯
罪
行
為
を

認
識
し
な
が
ら
こ
れ
を
防
止
す
べ
き
職
務
上
の
義
務
に
違
背
し
自
己
の
不
作
為
に
依
っ
て
そ
の
実
行
を
容
易
な
ら
し
め
た
と
き
は
不
作
為

に
依
る
犯
罪
の
幇
助
あ
り
と
解
す
る
を
至
当
と
す
る
」
と
判
示
し
て
、
不
作
為
に
よ
る
窃
盗
罪
の
幇
助
犯
の
成
立
を
認
め
た
。

④
最
判
昭
和
二
九
年
三
月
二
日
裁
判
集
刑
事
九
三
号
五
九
頁
は
、
ス
ト
リ
ッ
パ
ー
の
公
然
猥
褻
の
演
技
を
目
撃
し
な
が
ら
、
微
温
的
な
警

告
を
与
え
た
だ
け
で
そ
の
公
演
を
続
行
さ
せ
た
劇
場
の
責
任
者
に
不
作
為
に
よ
る
公
然
猥
褻
幇
助
犯
の
成
立
を
認
め
た
。

⑤
東
京
地
判
昭
和
三
四
年
二
月
一
八
日
判
時
一
八
五
号
三
五
頁
は
、
配
下
の
者
た
ち
が
対
立
す
る
愚
連
隊
の
者
を
拉
致
し
て
自
分
ら
の
所

属
す
る
愚
連
隊
の
首
領
方
に
連
行
し
、
そ
こ
で
問
責
、
暴
行
、
刃
物
に
よ
る
傷
害
を
加
え
た
が
、
そ
の
際
、
当
該
首
領
は
現
場
に
お
い
て

配
下
の
者
ら
が
暴
行
を
加
え
る
の
を
黙
認
し
て
い
た
と
い
う
事
案
で
、「
問
責
暴
行
が
行
な
わ
れ
て
い
る
間
、
終
始
そ
の
場
に
あ
っ
て
そ
の

情
況
を
現
認
し
、
事
態
の
大
事
に
進
展
す
べ
き
を
知
り
な
が
ら
輩
下
で
あ
る
他
の
被
告
人
の
右
暴
行
を
黙
認
し
そ
の
な
す
に
委
せ
、
…
…

傷
害
の
結
果
を
未
然
に
防
止
す
る
に
足
る
措
置
を
と
ら
ず
因
っ
て
前
記
の
通
り
傷
害
を
惹
起
す
る
に
至
ら
し
め
」
た
と
し
て
、
傷
害
幇
助
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犯
の
成
立
を
認
め
た
。

⑥
高
松
高
判
昭
和
四
〇
年
一
月
一
二
日
下
刑
七
巻
一
号
一
頁
は
、
他
の
者
ら
が
喧
嘩
に
出
か
け
る
の
に
同
行
し
た
者
が
、
自
分
の
登
録
済

み
の
日
本
刀
を
他
の
者
ら
が
持
ち
出
す
こ
と
を
黙
認
し
た
と
い
う
事
案
で
、「
刀
剣
類
の
所
持
を
許
さ
れ
て
い
る
者
に
つ
き
、
そ
の
所
持
及

び
携
帯
に
つ
い
て
危
害
予
防
の
法
律
上
の
義
務
が
要
請
さ
れ
て
い
る
」
と
し
て
、
不
作
為
に
よ
る
日
本
刀
の
不
法
携
帯
幇
助
犯
の
成
立
を

認
め
た
。

⑦
大
阪
地
判
昭
和
四
四
年
四
月
八
日
判
時
五
七
五
号
九
六
頁
は
、
他
人
所
有
の
空
き
地
を
家
庭
菜
園
と
し
て
利
用
さ
せ
て
も
ら
う
際
、
所

有
者
か
ら
そ
の
土
地
の
買
い
手
や
借
り
手
が
現
れ
た
ら
通
知
し
て
ほ
し
い
と
依
頼
さ
れ
て
い
た
者
が
、
他
人
か
ら
材
料
置
き
場
と
し
て
一

時
的
に
簡
易
な
小
屋
を
立
て
さ
せ
て
ほ
し
い
と
頼
ま
れ
、
所
有
者
の
承
諾
な
く
こ
れ
を
黙
認
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
後
に
、
こ
の
者
が
、
本

格
的
な
建
造
物
を
建
て
た
と
い
う
事
案
で
、
建
設
を
制
止
し
な
か
っ
た
と
い
う
不
作
為
に
不
動
産
侵
奪
の
幇
助
犯
の
成
立
を
認
め
た
。

⑧
高
松
高
判
昭
和
四
五
年
一
月
一
三
日
刑
月
二
巻
一
号
一
頁
は
、
農
業
協
同
組
合
の
預
金
払
戻
担
当
者
が
、
預
金
者
で
あ
る
農
業
共
済
組

合
の
組
合
長
が
横
領
の
意
図
で
払
戻
請
求
を
す
る
に
際
し
て
、
情
を
知
り
な
が
ら
こ
れ
に
応
じ
た
と
い
う
事
案
で
、「
払
戻
目
的
が
刑
事
上

不
法
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
以
上
、
こ
れ
に
応
ず
べ
き
で
な
い
こ
と
は
条
理
上
当
然
で
あ
る
」
と
し
て
、
不
作
為
に
よ
る
業
務
上

横
領
罪
の
幇
助
犯
の
成
立
を
認
め
た
。

⑨
大
阪
高
判
昭
和
六
二
年
一
〇
月
二
日
判
タ
六
七
五
号
二
四
六
頁
は
、
倒
産
会
社
か
ら
の
債
権
回
収
を
企
図
し
て
、
他
の
共
犯
者
と
と
も

に
拉
致
・
監
禁
し
た
同
社
経
営
者
た
る
被
害
者
を
自
分
が
側
を
離
れ
れ
ば
正
犯
者
が
殺
害
す
る
こ
と
を
予
測
し
な
が
ら
現
場
を
離
れ
、
そ

の
間
に
被
害
者
が
殺
害
さ
れ
た
と
い
う
事
案
で
、
離
れ
た
者
の
行
為
を
、「
作
為
に
よ
っ
て
人
を
殺
害
し
た
場
合
と
等
価
値
な
も
の
と
は
評

価
し
難
く
、
こ
れ
を
不
作
為
に
よ
る
殺
人
罪
（
正
犯
）
に
問
擬
す
る
の
は
、
相
当
で
は
な
い
」
と
論
じ
て
、
被
告
人
に
殺
人
罪
の
不
作
為

に
よ
る
幇
助
犯
を
認

22
）

め
た
。
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⑩
札
幌
高
判
平
成
一
二
年
三
月
一
六
日
判
時
一
七
一
一
号
一
七
〇
頁
は
、
先
夫
と
の
間
に
生
ま
れ
た
三
歳
の
わ
が
子
が
内
縁
の
夫
に
よ
り

致
命
的
な
折
檻
を
加
え
ら
れ
た
際
に
、
こ
れ
を
阻
止
す
る
行
為
に
出
な
か
っ
た
女
性
に
、
傷
害
致
死
罪
の
不
作
為
に
よ
る
幇
助
犯
の
成
立

を
認
め
た
。
一
審
の
釧
路
地
判
平
成
一
一
年
二
月
一
二
日
判
時
一
六
七
五
号
一
四
八
頁
は
、「
罪
刑
法
定
主
義
の
見
地
か
ら
不
真
正
不
作
為

犯
自
体
の
拡
が
り
に
絞
り
を
掛
け
る
必
要
が
あ
る
以
上
、
不
真
正
不
作
為
犯
を
更
に
拡
張
す
る
幇
助
犯
の
成
立
に
は
特
に
慎
重
な
絞
り
が

必
要
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
る
と
、
甲
の
暴
行
を
阻
止
す
べ
き
作
為
義
務
を
有
す
る
被
告
人
に
具
体
的
に
要
求
さ
れ
る
作
為
の
内
容
と

し
て
は
、
甲
の
暴
行
を
ほ
ぼ
確
実
に
阻
止
し
得
た
行
為
、
す
な
わ
ち
結
果
阻
止
と
の
因
果
性
の
認
め
ら
れ
る
行
為
を
想
定
す
る
の
が
相
当

で
あ
る
」
と
し
て
、
被
告
人
に
不
作
為
に
よ
る
幇
助
犯
の
成
立
を
否
定
し
た
の
に
対
し
て
、
札
幌
高
裁
は
、「
原
判
決
が
掲
げ
る
『
犯
罪
の

実
行
を
ほ
ぼ
確
実
に
阻
止
し
得
た
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
放
置
し
た
』
と
い
う
要
件
は
、
不
作
為
に
よ
る
幇
助
犯
の
成
立
に
は
不
必
要

と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
判
示
し
た
。

大
阪
高
判
平
成
一
三
年
六
月
二
一
日
判
タ
一
〇
八
五
号
二
九
二
頁
（
上
掲
２
ｂ
）
は
、
母
親
が
三
女
を
殺
害
し
よ
う
と
し
た
際
、
父
親

（
夫
）
の
方
を
見
て
「
止
め
へ
ん
か
っ
た
ら
ど
う
な
っ
て
も
知
ら
ん
か
ら
」
と
言
っ
た
が
、
自
分
も
三
女
が
死
ん
で
ほ
し
い
と
い
う
気
持
ち

が
あ
っ
た
た
め
制
止
し
な
か
っ
た
父
親
に
、
殺
人
罪
の
共
謀
共
同
正
犯
を
認
め
た
。

最
決
平
成
一
五
年
五
月
一
日
判
時
一
八
三
二
号
一
七
四
頁
は
、
自
分
の
身
辺
で
ボ
デ
イ
ガ
ー
ド
を
す
る
組
員
が
拳
銃
を
不
法
に
所
持
す

る
こ
と
に
つ
き
直
接
指
示
を
下
さ
な
か
っ
た
暴
力
団
組
長
を
拳
銃
不
法
所
持
の
共
謀
共
同
正
犯
と
し
て
い
る
（
上
掲
２
ｂ
）。

ｂ
ｂ
ｂ

日
本
の
学
説

我
が
国
の
学
説
で
は
、
判
例
と
同
じ
く
、
従
来
、
原
則
幇
助
犯
説
が
通
説
的
地
位
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。
法
律
上
、
正
犯
者
の
犯
罪
を
防
止
す
べ
き
作
為
義
務
を
有
す
る
者
が
、
そ
の
義
務
に
違
反
し
て
、
故
意
に
そ
の
防
止
を
怠
る
行

為
は
、
不
作
為
に
よ
る
幇
助
犯
で
あ
る
、
例
え
ば
、
自
分
の
子
が
他
人
を
殺
害
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
を
防
止
し
な
い
で
い
る
父
親
は
、
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子
の
殺
人
罪
を
防
止
す
べ
き
作
為
義
務
に
違
反
し
、
又
、
自
分
の
子
が
他
人
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
を
傍
観
し
て
い
る
父

親
は
、
子
の
生
命
を
擁
護
す
べ
き
作
為
義
務
に
違
反
し
て
お
り
、
い
ず
れ
も
不
作
為
に
よ
る
幇
助
犯
が
成
立

23
）

す
る
。
最
近
で
も
、「
原
則
」

幇
助
犯
説
を
主
張
し
、
結
果
回
避
義
務
が
行
為
者
と
の
関
係
か
ら
（
例
え
ば
、
親
子
間
の
犯
罪
阻
止
義
務
）
生
ず
る
場
合
、
通
常
、
不
作

為
に
よ
る
幇
助
に
と
ど
ま
り
、
事
情
に
よ
っ
て
は
正
犯
が
成
立
し
、
結
果
回
避
義
務
が
法
益
と
の
関
係
か
ら
（
例
え
ば
、
倉
庫
の
管
理
人

の
財
物
保
護
義
務
）
が
生
ず
る
場
合
も
、
多
く
は
幇
助
に
す
ぎ
ず
、
正
犯
は
例
外
で
あ
る
と
し
、
そ
の
背
後
に
は
、
作
為
犯
に
お
い
て
は

現
実
的
な
行
為
支
配
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
不
作
為
犯
の
そ
れ
は
潜
在
的
・
可
能
的
に
す
ぎ
ず
、
結
果
の
発
生
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
の

は
行
為
を
現
実
に
支
配
す
る
行
為
者
で
あ
り
、
不
作
為
者
は
「
従
属
的
な
役
割
」
を
演
ず
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
考
え
が
あ
る
と
説
く
学

説
が

24
）

あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
自
分
の
子
が
他
人
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
を
傍
観
し
て
い
る
父
親
に

は
殺
人
罪
の
幇
助
犯
の
成
立
が
認
め
ら
れ
る
が
、
自
分
の
子
が
自
ら
生
命
の
危
難
に
陥
っ
て
い
る
の
を
傍
観
し
て
い
る
父
親
に
は
殺
人
罪

の
正
犯
が
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
よ
う
な
区
別
を
す
る
法
理
論
的
根
拠
が
が
明
ら
か
で
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
作
為
義
務
二
分
説
も
主
張
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
自
分
の
子
が
他
人
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る

の
を
傍
観
し
て
い
る
父
親
の
場
合
、
そ
の
保
障
義
務
は
子
の
生
命
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
、
子
が
溺
死
し
そ
う
に
な
っ
て
い
る
の
を
傍

観
し
て
い
た
父
親
と
同
様
に
、
殺
人
の
正
犯
が
成
立
す
る
が
、
自
分
の
子
が
他
人
を
殺
害
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
を
阻
止
し
な
い
父
親
の

場
合
、
父
親
に
は
他
人
の
生
命
を
保
障
す
べ
き
義
務
は
な
く
、
た
だ
自
分
の
子
が
他
人
を
射
殺
し
に
い
く
と
い
う
こ
と
と
の
関
係
か
ら
こ

れ
を
防
止
す
べ
き
義
務
が
出
て
く
る
に
す
ぎ
ず
、
殺
人
罪
の
不
作
為
に
よ
る
幇
助
犯
が
成
立

25
）

す
る
。
本
説
に
は
、
不
真
正
不
作
為
犯
に
お

け
る
作
為
義
務
と
い
う
の
は
結
果
発
生
回
避
義
務
で
あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
作
為
義
務
を
正
犯
を
基
礎
付
け
る
「
結
果
の
発
生
を
回

避
す
べ
き
直
接
的
な
保
証
者
的
義
務
」
と
「
そ
れ
以
前
の
安
全
監
護
義
務
な
い
し
安
全
管
理
義
務
の
違
反
を
介
し
て
間
接
的
結
果
発
生
を
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誘
発
な
い
し
促
進
す
る
場
合
」
の
幇
助
犯
を
基
礎
付
け
る
作
為
義
務
に
二
分
す
る
こ
と
に
疑
問
が
生
ず
る
。

作
為
義
務
二
分
説
に
対
し
て
、
近
時
、
不
作
為
に
よ
る
正
犯
・
共
犯
の
作
為
義
務
は
等
質
で
あ
り
、
作
為
義
務
の
程
度
に
よ
っ
て
、
そ

の
不
作
為
の
重
要
性
を
区
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
の
立
場
か
ら
、結
果
回
避
確
実
性
規
準
説
と
も
呼
ば
れ
る
べ
き
学
説
が
登
場
し
た
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
不
作
為
者
が
作
為
に
出
て
い
れ
ば
「
確
実
に
」
結
果
を
回
避
で
き
た
で
あ
ろ
う
場
合
に
は
不
作
為
の
同
時
正
犯
、
結
果

発
生
を
「
困
難
に
し
た
可
能
性
」
が
あ
る
場
合
に
は
不
作
為
に
よ
る
幇
助
と
解
す
べ
き
で
あ
る
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
判
例
・
通
説
に
よ

れ
ば
、
作
為
の
幇
助
行
為
は
正
犯
結
果
と
条
件
関
係
（
あ
れ
な
け
れ
ば
こ
れ
な
し
の
関
係
）
に
あ
る
必
要
は
な
く
、
正
犯
結
果
を
促
進
し
、

容
易
に
し
た
こ
と
で
足
り
る
、
こ
れ
を
不
作
為
の
幇
助
に
引
き
直
せ
ば
、
作
為
に
出
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
確
実
に
」
結
果
を
回
避
で
き
た

と
い
う
事
実
関
係
を
必
要
と
せ
ず
、
結
果
発
生
を
「
困
難
に
し
た
可
能
性
が
あ
る
」
と
い
う
関
係
で
足
り
、
他
方
、
判
例
は
、
不
作
為
単

独
正
犯
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
結
果
の
回
避
が
「
十
中
八
、
九
は
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
」
を
必
要
と
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ

26
）

れ
る
。
し

か
し
、
こ
の
見
解
は
幇
助
行
為
の
因
果
関
係
の
理
解
に
お
い
て
問
題
が
あ
る
（
下
記
ｂ
ｂ
参
照
）。

ｃ
ｃ
ｃ

諸
説
の
検
討

こ
こ
で
は
、
ド
イ
ツ
の
学
説
・
判
例
を
概
観
し
な
が
ら
諸
説
を
整
理
し
、
検
討
し
て
み
よ
う
。

i

主
観
説

本
説
は
、
正
犯
者
意
思
の
存
否
を
規
準
と
す
る
が
、
そ
の
存
否
の
判
断
に
あ
た
っ
て
は
、
犯
罪
結
果
へ
の
自
己
の
利
益

と
行
為
支
配
意
思
を
考
慮
す
る
。
こ
の
規
準
は
不
作
為
犯
に
も
妥
当
す
る
。
例
え
ば
、
母
親
が
そ
の
幼
児
に
食
事
を
与
え
な
い
の
に
、
そ

の
父
親
が
何
等
の
対
応
措
置
を
採
ら
な
い
と
き
、
母
親
が
支
配
的
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
父
親
が
そ
の
妻
の
殺
害
決
意
に
服
す
る
場
合

は
、
父
親
は
幇
助
犯
で
あ
る
が
、
父
親
が
そ
の
妻
の
殺
害
の
決
意
を
無
条
件
に
共
に
担
う
か
、
父
親
に
と
り
幼
児
の
殺
害
が
、
前
々
か
ら
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ほ
し
か
っ
た
ス
ポ
ー
ツ
カ
ー
を
購
入
す
る
余
裕
が
で
き
る
と
か
、
妻
と
の
離
婚
が
容
易
に
な
る
と
い
っ
た
よ
う
に
、
自
己
利
益
の
動
機
か

ら
歓
迎
す
べ
き
場
合
に
は
、
父
親
も
（
共
同
）
正
犯
で
あ
る
。
母
親
が
自
分
の
子
に
食
事
を
与
え
な
い
と
い
う
不
作
為
で
は
な
く
、
毒
を

投
与
す
る
と
い
う
作
為
で
殺
そ
う
と
す
る
と
き
、
そ
れ
を
傍
観
す
る
父
親
と
か
、
母
親
で
は
な
く
、
第
三
者
が
前
者
の
子
を
殺
そ
う
と
し

て
い
る
の
を
傍
観
す
る
父
親
の
場
合
に
も
同
様
の
規
準
か
ら
判
断
さ

27
）

れ
る
。

本
説
に
は
、
恣
意
的
結
論
の
理
由
を
基
礎
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
理
論
を
提
供
し
て
い
る
と
批
判
さ

28
）

れ
る
。
先
ず
、
自
己
の
「
利
益
」

と
か
、
判
例
の
用
い
る
「
内
的
容
認
」
と
い
う
判
断
基
底
に
批
判
が
向
け
ら
れ
る
。
自
己
の
利
益
に
は
濃
淡
が
あ
り
、
し
が
っ
て
、
こ
の

概
念
で
正
犯
者
意
思
と
共
犯
者
意
思
を
区
別
す
る
こ
と
は
難

29
）

し
い
。
次
に
、
内
的
態
度
と
か
動
機
と
い
う
の
は
責
任
要
素
で
あ
り
、
刑
量

に
は
重
要
な
要
素
で
あ
る
が
、
構
成
要
件
を
充
足
す
る
正
犯
と
も
は
や
構
成
要
件
に
該
当
し
な
い
共
犯
を
区
別
す
る
規
準
と
は
な
ら
な
い

と
批
判
さ
れ
る
。
内
的
態
度
と
か
動
機
で
正
犯
と
共
犯
が
区
別
さ
れ
る
な
ら
、
そ
れ
は
行
為
刑
法
で
は
な
く
、
心
情
刑
法
を
意
味

30
）

す
る
。

ii

幇
助
説

本
説
に
よ
れ
ば
、
作
為
行
為
者
に
完
全
な
刑
事
責
任
が
問
え
る
場
合
に
は
、
こ
の
者
が
作
為
犯
の
正
犯
で
あ
り
、
保
障

人
の
不
作
為
行
為
に
は
常
に
幇
助
が
認
め
ら
れ
る
。
故
意
の
作
為
犯
を
実
行
す
る
行
為
者
に
行
為
支
配
が
あ
り
、
不
作
為
者
は
「
行
為
事

象
の

31
）

脇
役
」
に
す
ぎ
ず
、
し
た
が
っ
て
、
不
作
為
は
作
為
に
比
べ
て
そ
の
重
さ
が
軽
い
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。
作
為
者
が
行
為

の
推
移
を
も
は
や
支
配
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
に
初
め
て
、
行
為
支
配
は
不
作
為
者
に
移
り
、
こ
の
時
点
で
不
作
為
者
の
正
犯
性
が
認
め

ら
れ

32
）

る
と
。
例
え
ば
、
家
の
持
ち
主
が
そ
の
飲
み
友
達
を
連
れ
て
家
に
戻
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
友
達
が
家
に
住
ん
で
い
る
転
借
人
を
恐
喝

し
た
が
、
当
該
家
の
持
ち
主
が
そ
れ
に
た
い
し
て
可
能
な
何
等
の
介
入
も
し
な
か
っ
た
と
い
う
場
合
、
恐
喝
に
関
し
て
、
積
極
的
に
脅
迫

を
す
る
者
が
こ
の
事
件
の
唯
一
の
「
中
心
人
物
」
で
あ
り
、
介
入
し
な
か
っ
た
者
は
こ
の
事
件
の
「
脇
役
」
で
あ
る
。
行
為
を
直
接
自
ら

北研46(2・ )232 466

論 説



実
行
す
る
者
に
行
為
支
配
が
あ
る
限
り
、
こ
の
者
が
不
作
為
者
の
行
為
支
配
を
妨
げ
て
い
る
。
家
の
持
ち
主
は
幇
助
犯
で
あ
り
、
飲
み
友

達
が
正
犯
で

33
）

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
作
為
に
よ
る
殺
人
行
為
者
が
そ
の
実
行
行
為
を
終
え
、
立
ち
去
っ
た
後
、
そ
れ
に
気
づ
い
た
父
親

が
結
果
の
発
生
に
至
る
ま
で
の
間
に
結
果
の
発
生
を
阻
止
で
き
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
う
し
な
か
っ
た
と
い
う
場
合
に
は
、
殺
人
罪
の

不
作
為
に
よ
る
正
犯
が
認
め
ら

34
）

れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
正
犯
性
の
規
準
を
事
実
上
の
行
為
支
配
に
求
め
る
こ
と
は
適
切
で
な
い
。
不
真
正
不
作
為
犯
に
あ
っ
て
は
、
結

果
阻
止
の
可
能
性
の
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
保
障
人
に
事
象
の
積
極
的
支
配
が
求
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

か
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
被
害
者
が
自
ら
危
険
に
陥
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
被
害
者
の
保
障
人
に
は
当
該
事
象
に
関
す
る
積
極
的
支
配
が

な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
当
該
保
障
人
は
正
犯
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
保
障
人
が
作
為
行
為
者
の
犯
行
を
阻
止
し
な
い
場
合
、
保
障

人
は
作
為
者
と
の
関
係
で「
脇
役
」と
云
え
よ
う
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
こ
の
場
合
を
幇
助
と
す
る
の
は
妥
当
で
な
い
。
自
ら
危
険
に
陥
っ

た
被
害
者
を
救
助
し
な
い
場
合
、
保
障
人
に
は
事
象
の
積
極
的
支
配
が
欠
如
し
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
正
犯
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、

保
障
人
が
作
為
行
為
者
の
犯
行
を
阻
止
し
な
い
場
合
が
幇
助
で
あ
り
、
自
ら
危
険
に
陥
っ
た
被
害
者
を
救
助
し
な
い
場
合
が
正
犯
で
あ
る

と
し
て
区
別
す
る
合
理
的
理
由
を
見
出
し
が
た
い
の
で
あ
る
。
保
障
人
の
不
救
助
と
い
う
こ
と
が
決
定
的
に
重
要
な
の
で
あ
り
、
ど
の
よ

う
に
、
つ
ま
り
、
第
三
者
の
故
意
行
為
、
過
失
行
為
、
は
た
ま
た
偶
然
に
被
害
者
に
危
険
が
生
じ
た
の
か
は
重
要
で
は

35
）

な
い
。
本
説
に
よ

れ
ば
、
さ
ら
に
、
保
障
人
が
、
第
三
者
に
よ
る
射
殺
行
為
を
阻
止
し
な
い
と
き
、
被
害
者
が
即
死
の
場
合
（
い
わ
ゆ
る
「
犯
罪
阻
止
義
務
」

違
反
）、
当
該
保
障
人
は
幇
助
犯
で
あ
る
が
、
な
お
救
命
で
き
る
状
況
に
あ
る
被
害
者
を
病
院
に
搬
送
し
な
い
場
合
に
は
、
当
該
保
障
人
は

正
犯
と
な
る
が
、
ど
ち
ら
の
場
合
も
保
障
人
の
非
介
入
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
論
を
異
に
す
る
の
は
妥
当
で

36
）

な
い
。
本
説
に
よ
る
と
、
又
、
自
分
の
子
が
殺
さ
れ
る
と
誤
想
し
た
父
親
が
急
い
で
救
助
に
急
行
し
な
い
場
合
、
共
犯
従
属
性
説
に
立
つ
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か
ぎ
り
、
幇
助
の
未
遂
と
な
り
不
処
罰
と
な
る
が
、
自
分
の
子
が
事
故
に
あ
っ
た
と
誤
想
し
た
父
親
が
救
助
に
急
行
し
な
い
場
合
、
殺
人

未
遂
と
な
る
が
、
こ
の
結
論
の
違
い
の
合
理
的
説
明
が
で
き

37
）

な
い
。

我
が
国
の
幇
助
犯
説
の
中
に
は
、
そ
の
根
拠
と
し
て
規
範
命
令
の
順
位
を
挙
げ
る
説
が
あ
る
。
作
為
者
に
よ
っ
て
結
果
が
侵
害
さ
れ
る

の
を
、
保
障
人
が
そ
れ
を
防
止
し
な
い
場
合
、
先
ず
、
作
為
者
に
対
し
て
具
体
的
に
規
範
命
令
が
発
せ
ら
れ
、
作
為
者
の
態
度
如
何
に
よ
っ

て
法
益
が
侵
害
さ
れ
る
か
否
か
が
決
定
さ
れ
る
の
で
、
規
範
的
に
も
事
実
的
に
も
作
為
者
に
主
た
る
役
割
が
与
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、

保
障
人
に
は
、
作
為
者
に
対
し
て
発
せ
ら
れ
た
規
範
命
令
の
違
反
を
前
提
に
し
て
第
二
次
的
に
当
該
法
益
の
侵
害
を
防
止
せ
よ
と
の
規
範

命
令
が
発
せ
ら
れ
る
。
こ
の
第
二
次
的
命
令
に
違
反
す
る
こ
と
は
、
規
範
的
に
も
事
実
的
に
も
、
作
為
者
の
行
為
事
象
を
滞
り
な
く
進
展

せ
し
め
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
評
価
さ
れ
、
こ
の
評
価
は
事
後
的
判
断
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
保
障
人

の
作
為
義
務
の
種
類
と
か
、
作
為
者
が
行
為
の
最
中
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
作
為
者
が
行
為
終
了
後
、
行
為
現
場
か
ら
立
ち
去
っ
た
後

で
あ
る
と
か
、
不
作
為
者
が
法
益
侵
害
の
原
因
が
第
三
者
た
る
作
為
者
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
を
認
識
し
て
い
る
か
否
か

に
関
係
な
く
、
法
益
侵
害
を
防
止
し
な
い
保
障
人
は
不
作
為
に
よ
る
幇
助
と
評
価
さ
れ

38
）

る
と
。

本
説
に
は
、
な
る
ほ
ど
、
作
為
者
に
対
す
る
禁
止
命
令
違
反
が
前
提
と
な
っ
て
不
作
為
者
に
対
す
る
作
為
命
令
が
発
せ
ら
れ
る
、
換
言

す
る
と
、
作
為
行
為
者
に
よ
る
危
険
の
発
生
を
前
提
と
し
て
、
そ
れ
に
応
じ
て
、
不
作
為
者
の
具
体
的
義
務
が
生
ず
る
と
は
い
え
よ
う
が
、

し
か
し
、
不
真
正
不
作
為
犯
で
は
不
作
為
者
に
結
果
回
避
義
務
を
果
た
す
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
時
間
的
に
先

行
す
る
作
為
者
の
不
作
為
義
務
に
規
範
的
に
劣
後
す
る
と
は
い
え

39
）

な
い
。
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iii

保
障
人
義
務
内
容
説

本
説
に
よ
る
と
、
保
護
義
務
を
懈
怠
す
る
保
障
人
は
正
犯
で
あ
り
、
監
視
義
務
に
従
わ
な
い
者
、
す
な
わ

ち
、
監
視
さ
れ
る
べ
き
者
の
犯
行
を
阻
止
し
な
い
者
は
幇
助
犯
で

40
）

あ
る
。
保
護
保
障
人
が
正
犯
と
な
る
の
は
、
作
為
行
為
者
の
実
行
行
為

の
終
了
前
後
を
問
わ
ず
、
自
ら
犯
罪
構
成
要
件
の
前
提
要
件
を
充
足
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
監
視
保
障
人
が
幇
助
犯

と
な
る
の
は
そ
の
法
的
義
務
が
質
的
に
異
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
但
し
、
監
視
保
障
人
は
、
作
為
行
為
者
（
被
監
視
者
）
が
構
成
要

件
該
当
行
為
を
終
了
し
た
後
、
結
果
発
生
の
阻
止
行
為
を
し
な
い
場
合
に
は
、
幇
助
犯
の
成
立
す
ら
否
定
さ
れ
、
救
助
の
不
履
行
罪
（
ド

イ
ツ
刑
法
第
三
二
三
条
ｃ
）
が
成
立
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
要
す
る
に
、
監
視
保
障
人
と
危
険
源
に
よ
っ
て
危
険
に
瀕
し
て
い
る
者
と
の
関

係
と
比
べ
る
と
、
保
護
保
障
人
の
方
が
被
害
者
に
よ
り
近
い
関
係
に
あ
る
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。
本
説
に
よ
れ
ば
、
上
記
の
例

で
は
、
家
の
持
ち
主
は
、
そ
の
住
ま
い
に
関
し
て
は
監
視
保
障
人
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
恐
喝
の
幇
助
犯
で
あ
る
。
母
親
が
そ
の
幼
児
に
食

事
を
与
え
な
い
の
に
、
そ
の
父
親
が
何
等
の
対
応
措
置
を
採
ら
な
い
と
き
、
父
親
も
不
作
為
に
よ
る
正
犯
で

41
）

あ
る
。

し
か
し
、
夙
に
、
そ
も
そ
も
保
護
保
障
人
と
監
視
保
障
人
の
明
確
な
区
別
が
可
能
な
の
か
に
疑
問
が
出
さ
れ
て
い
た
。
水
泳
場
の
監
視

員
は
水
の
危
険
か
ら
水
泳
客
を
護
る
保
護
保
障
人
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
水
の
危
険
の
監
視
保
障
人
で
あ
る
の

42
）

か
と
。
こ
れ
は
別
論
と

し
て
も
、
本
来
、
保
障
人
義
務
と
い
う
の
は
結
果
発
生
を
阻
止
す
べ
き
義
務
な
の
で
あ
る
か
ら
、
本
説
が
、
保
護
保
障
人
な
の
か
監
視
保

障
人
な
の
か
に
よ
っ
て
正
犯
か
幇
助
か
を
決
定
す
る
と
い
う
の
な
ら
、
そ
の
説
得
力
の
あ
る
理
由
が
必
要
な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
欠
如

し
て
い
る
。
本
説
に
よ
っ
て
も
、
監
視
保
障
人
の
対
象
者
が
刑
事
未
成
年
者
や
精
神
障
害
者
の
よ
う
な
責
任
無
能
力
者
で
あ
る
と
き
、
監

視
保
障
人
を
不
作
為
犯
の
正
犯
が
認
め
ら
れ
る
し
、
保
護
保
障
人
の
場
合
で
も
、
領
得
の
意
思
と
い
っ
た
一
定
の
構
成
要
件
要
素
が
欠
如

し
て
い
る
場
合
に
は
、
幇
助
犯
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
保
護
保
障
人
は
正
犯
、
監
視
保
障
人
は
従
犯
と
い
う
義
務
内

容
の
論
理
が
貫
徹
さ
れ
て
い
な
い
の
で

43
）

あ
る
。

北研46(2・ )235 469

不作為犯の体系と構造 (九・完)



我
が
国
で
は
、
次
の
よ
う
な
保
障
人
義
務
内
容
説
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
犯
罪
阻
止
義
務
（
危
険
源
管
理
監
督
義
務
の
一
種
で
あ
り
、

危
険
源
が
人
の
場
合
）
違
反
の
場
合
に
は
、
作
為
行
為
者
が
正
犯
で
あ
り
、
正
犯
の
犯
罪
を
阻
止
し
な
い
と
い
う
不
作
為
は
幇
助
犯
で
あ

る
。
法
益
保
護
義
務
違
反
の
場
合
に
は
、
当
該
法
益
が
結
果
発
生
へ
の
因
果
の
流
れ
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
段
階
に
達
し
た
と
き（
例
え
ば
、

自
分
の
子
が
池
に
溺
れ
て
い
る
と
き
）、
不
作
為
者
は
正
犯
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
当
該
法
益
が
他
人
の
実
行
行
為
に
よ
っ
て
結
果
発

生
の
危
険
に
晒
さ
れ
て
い
る
段
階
に
あ
る
と
き（
例
え
ば
、
自
分
の
子
が
他
人
に
殺
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
と
き
）、
不
作
為
者
は
幇
助
犯

で
あ
る
。
前
者
の
場
合
、
不
作
為
者
だ
け
が
結
果
発
生
を
回
避
す
る
た
め
の
直
接
的
管
理
支
配
を
有
す
る
。
後
者
の
場
合
、
他
人
の
実
行

行
為
を
阻
止
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
法
益
を
救
助
で
き
る
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。
結
局
、
本
説
で
は
、
犯
罪
阻
止
義
務
に
基
づ
く

不
作
為
犯
が
幇
助
で
あ
り
、
法
益
保
護
義
務
に
基
づ
く
不
作
為
犯
が
場
合
に
よ
り
正
犯
か
幇
助
犯
と
な
る
規
準
は
直
接
的
管
理
支
配
の
存

否
に

44
）

あ
る
。
本
説
に
よ
れ
ば
、
さ
ら
に
、
法
益
保
護
義
務
の
場
合
、
法
益
侵
害
の
不
発
生
が
確
保
さ
れ
る
ま
で
、
作
為
義
務
が
継
続
す
る

の
に
対
し
、
犯
罪
阻
止
義
務
の
場
合
、
行
為
者
の
実
行
行
為
が
終
了
す
る
と
、
作
為
義
務
が
消
滅
す
る
。
法
益
保
護
義
務
が
直
接
危
険
に

晒
さ
れ
て
い
る
法
益
主
体
を
救
助
す
る
こ
と
に
あ
る
の
に
対
し（
結
果
発
生
の
直
接
的
回
避
義
務
）、
犯
罪
阻
止
義
務
は
他
人
の
意
思
決
定

や
行
為
に
働
き
か
け
て
そ
の
行
為
を
止
め
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
尽
く
さ
れ
る
の
で（
結
果
発
生
の
間
接
的
回
避
義
務
）、
当
該
行
為
者
の

意
思
・
行
為
に
働
き
か
け
て
、
結
果
の
発
生
を
阻
止
す
る
こ
と
が
不
可
能
に
な
っ
た
以
上
、
犯
罪
阻
止
義
務
は
消
滅

45
）

す
る
。

し
か
し
、
先
ず
、
法
益
保
護
義
務
は
直
接
的
回
避
義
務
で
あ
り
、
犯
罪
阻
止
義
務
は
間
接
的
回
避
義
務
だ
と
す
る
対
応
関
係
は
認
め
ら

れ
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
法
益
保
護
義
務
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
例
え
ば
、
自
分
の
子
が
他
人
に
刃
物
で
殺
さ
れ
よ
う
と

し
て
い
る
の
に
気
づ
い
た
父
親
と
し
て
は
、
咄
嗟
に
自
分
の
子
を
匿
う
か
（
直
接
的
回
避
）、
犯
人
の
刃
物
を
取
り
上
げ
る
か
（
間
接
的
回

避
）
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
前
者
に
限
定
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
犯
罪
阻
止
義
務
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
自
分
の
子
が
他
人
に
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刃
物
で
襲
う
の
に
気
づ
い
た
父
親
と
し
て
は
、
自
分
の
子
か
ら
刃
物
を
取
り
上
げ
る
か
（
間
接
的
回
避
）、
咄
嗟
に
他
人
を
匿
う
か
（
直
接

的
回
避
）
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
前
者
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は

46
）

な
い
。
次
に
、
犯
罪
阻
止
義
務
の
場
合
、
行
為
者
の
実
行
行
為
が
終

了
す
る
と
作
為
義
務
が
消
滅
す
る
と
い
う
点
に
も
問
題
が
あ
る
。
犯
罪
阻
止
義
務
と
い
う
の
は
、
被
監
視
者
の
犯
罪
行
為
を
阻
止
す
る
義

務
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
結
果
の
発
生
を
回
避
す
る
た
め
の
一
つ
の
手
段
と
し
て
の
義
務
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

結
果
発
生
回
避
義
務
を
犯
罪
行
為
の
阻
止
に
限
定
す
る
根
拠
こ
そ
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
根
拠
が
明
ら
か
で

47
）

な
い
。

保
障
人
義
務
内
容
説
の
一
種
に
ヤ
コ
プ
ス
説
が

48
）

あ
る
。
こ
れ
は
、
保
障
人
義
務
を
制
度
管
轄
に
基
づ
く
義
務
（
親
子
関
係
、
婚
姻
、
特

別
の
信
頼
関
係
、
国
の
権
力
関
係
、
基
本
的
公
務
義
務
）
と
「
危
険
に
対
す
る
答
責
領
域
」
が
問
題
と
な
る
組
織
管
轄
に
基
づ
く
義
務
（
社

会
往
来
安
全
義
務
、
先
行
行
為
、
義
務
の
引
き
受
け
）
に
分
け
る
。
前
者
の
場
合
、
不
作
為
は
義
務
犯
と
性
格
づ
け
ら
れ
、
義
務
の
履
行

を
懈
怠
す
る
保
障
人
は
常
に
正
犯
で
あ
る
。
後
者
の
場
合
、
保
障
人
は
正
犯
に
も
な
り
う
る
し
、
従
犯
に
も
な
り
う
る
。
そ
の
区
別
は「
不

作
為
行
為
者
の
組
織
圏
に
属
す
る
因
果
経
過
の
分
担
分
が
少
な
く
と
も
首
犯
の
寄
与
分
と
等
価
値
と
い
え
る
ほ
ど
に
犯
行
形
態
を
決
定
付

け
て
い
る
場
合
は
共
同
正
犯
、
そ
れ
以
下
の
場
合
は
従
犯
」
と
い
う
規
準
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
毒
物
が
他
人
に
よ
っ
て
自

由
に
使
用
・
処
分
さ
れ
な
い
よ
う
に
管
理
す
べ
き
義
務
を
有
す
る
者
が
、
そ
の
保
管
を
怠
り
、
殺
人
を
意
図
し
て
い
る
他
人
の
手
に
毒
が

わ
た
っ
た
こ
と
に
気
づ
き
な
が
ら
取
り
戻
す
こ
と
を
し
な
か
っ
た
と
き
、「
通
常
は
幇
助
に
過
ぎ
な
い
」。
し
か
し
、
こ
の
説
も
、
保
障
人

義
務
が
必
ず
し
も
結
果
阻
止
義
務
を
意
味
し
な
い
こ
と
に
な
る
点
に
問
題
が

49
）

あ
る
。

iv

行
為
支
配
説
は
、
不
真
正
不
作
為
の
正
犯
は
、
特
別
の
正
犯
者
要
素
、
特
に
、
保
障
人
の
地
位
に
よ
っ
て
補
充
さ
れ
る
も
の
の
、
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作
為
犯
の
場
合
と
同
じ
く
、
客
観
的
行
為
支
配
と
こ
れ
に
関
係
す
る
行
為
支
配
意
思
を
要
求
す
る
。
不
作
為
関
与
者
が
他
の
作
為
関
与
者

に
よ
っ
て
創
出
さ
れ
た
危
険
状
況
を
回
避
す
る
た
め
の
保
障
人
で
あ
る
と
き
、
当
該
不
作
為
関
与
者
は
不
作
為
に
よ
る
正
犯
と

50
）

な
る
。
例

え
ば
、
飲
食
店
主
が
、
客
ら
が
他
の
客
に
暴
行
を
加
え
て
い
る
の
を
黙
認
す
る
と
き
、
当
該
飲
食
店
主
は
不
作
為
に
よ
る
正
犯
で

51
）

あ
る
。

し
か
し
、
行
為
支
配
説
は
不
作
為
者
の
行
為
支
配
を
基
礎
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
行
為
支
配
と
い
う
の
は
、
因
果
の
推
移
を
積
極

的
に
掌
握
し
て
い
る
、
つ
ま
り
、
統
制
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
不
作
為
者
の
介
入
に
よ
っ
て
事
象
の

推
移
が
転
換
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
は
、
結
果
回
避
の
可
能
性
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
ま
さ
に
不
作
為
犯
の
概
念
要
素
で

あ
る
も
の
の
、
行
為
支
配
で
は
な
い
。
仮
に
結
果
回
避
の
可
能
性
を
も
っ
て
行
為
支
配
と
い
う
な
ら
ば
、
教
唆
者
、
幇
助
者
も
、
作
為
の

教
唆
、
幇
助
に
伴
い
結
果
回
避
の
可
能
性
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
同
時
に
行
為
支
配
を
有
し
て
お
り
、
そ
れ
故
正
犯
と
な
ろ
う

が
、
そ
う
な
る
と
、
正
犯
と
共
犯
の
区
別
は
不
要
と
な

52
）

ろ
う
。

v

作
為
難
易
度
説

行
為
支
配
説
へ
の
批
判
を
認
識
し
た
上
で
、
保
障
人
に
と
っ
て
、
構
成
要
件
実
現
を
回
避
で
き
た
と
い
え
る
態

様
で
事
象
を
形
成
で
き
る
「
行
為
支
配
」
を
引
き
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
難
易
度
を
決
定
的
規
準
と
す
る
作
為
難
易
度
説
が
出
現

53
）

し
た
。

保
障
人
が
自
己
の
力
を
傾
注
す
れ
ば
（
事
実
上
可
能
な
第
三
者
の
助
力
を
含
め
て
）
結
果
を
阻
止
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
え
る
場
合
、

不
作
為
者
は
正
犯
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
要
件
が
充
足
さ
れ
て
い
て
も
、
故
意
の
犯
行
者
（
保
障
人
の
監
視
対
象
者
で
あ
る
こ
と
も
、

保
護
の
対
象
者
を
攻
撃
す
る
第
三
者
で
あ
る
こ
と
も
あ
る
）
に
対
峙
す
る
保
障
人
に
行
為
支
配
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
が
多
い
。
す
な
わ

ち
、
作
為
の
行
為
者
と
比
較
し
て
、
保
障
人
が
介
入
の
決
意
を
す
れ
ば
、
保
障
人
は
特
別
の
努
力
を
し
な
く
て
も
事
象
を
支
配
で
き
る
と

い
う
意
味
で
の
潜
在
的
行
為
支
配
が
な
い
場
合
が
多
い
の
で
あ
る
。
保
障
人
の
行
為
支
配
の
妨
げ
と
な
る
の
が
第
三
者
の
積
極
的
行
為
者

北研46(2・ )238 472

論 説



意
思
と
い
う
障
壁
で
あ
る
。
こ
れ
を
克
服
す
る
こ
と
は
、
第
三
者
の
作
為
が
な
く
、
自
ら
の
力
で
積
極
的
作
為
を
す
る
場
合
よ
り
は
は
る

か
に
困
難
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
第
三
者
の
作
為
の
犯
行
に
対
し
て
対
抗
策
を
と
ら
な
い
と
い
う
普
通
の
場
合
は
保
障
人
に
幇
助
犯
が
成
立

す
る
。
も
と
よ
り
、
保
障
人
が
い
つ
で
も
且
つ
労
苦
な
し
に
構
成
要
件
実
現
を
妨
害
で
き
る
事
例
も
考
え
ら
れ
る
。
作
為
行
為
者
が
保
障

人
の
（
潜
在
的
）「
支
配
下
に
」
あ
る
、
例
え
ば
、
父
親
が
そ
の
一
四
歳
の
娘
が
よ
そ
の
子
を
た
た
く
の
を
口
頭
の
注
意
だ
け
で
阻
止
で
き

る
場
合
、
保
障
人
は
作
為
行
為
者
に
対
し
て
身
体
的
及
び
又
は
心
理
的
に
優
越
し
て
い
る
の
で
、
父
親
が
不
作
為
に
よ
る
正
犯
で
あ
る
。

保
障
人
自
身
は
犯
行
の
決
意
を
し
た
第
三
者
を
阻
止
で
き
な
い
が
、
し
か
し
、
具
体
的
状
況
か
ら
し
て
、
切
迫
し
て
い
る
結
果
を
容
易
に

阻
止
で
き
る
場
合
、
例
え
ば
、
被
保
護
者
に
近
い
う
ち
に
攻
撃
の
虞
が
あ
る
と
き
こ
れ
を
電
話
で
警
察
に
通
報
し
な
い
場
合
も
、
保
障
人

が
正
犯
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
極
め
て
稀
な
場
合
、
保
障
人
は
自
分
に
即
座
に
利
用
で
き
る
防
御
手
段
が
あ
り
、「
事
象
の
主
人
」と
い
え

る
、
し
た
が
っ
て
、
保
障
人
が
意
識
的
に
こ
う
い
っ
た
可
能
な
手
段
を
利
用
し
な
い
と
き
、
保
障
人
が
不
作
為
に
よ
る
正
犯
で

54
）

あ
る
。

こ
の
説
に
連
な
る
の
が
「
不
作
為
の
重
み
」
説
で
あ
る
。
原
則
と
し
て
、
作
為
に
よ
る
正
犯
に
対
す
る
保
障
人
の
不
作
為
に
よ
る
関
与

は
幇
助
犯
を
成
立
さ
せ
る
。
通
常
は
、「
作
為
」
が
「
不
作
為
」
を
凌
駕
す
る
「
力
」
を
有
す
る
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。
例
え
ば
、

他
人
が
幼
児
を
海
中
に
突
き
落
と
す
の
を
阻
止
し
な
か
っ
た
父
親
に
は
、
不
作
為
に
よ
る
殺
人
幇
助
罪
が
成
立
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

飲
食
店
の
女
性
経
営
者
が
、
常
連
客
達
の
若
い
女
性
客
に
対
す
る
毛
髪
等
を
切
り
取
る
等
の
乱
暴
を
阻
止
し
な
か
っ
た
と
い
う
事
案
で
は

（B
G
H
 
N
JW
 
1966,1763

）、
女
性
経
営
者
に
は
常
連
客
の
乱
暴
を
容
易
に
阻
止
し
え
た
と
す
る
な
ら
ば
、
正
犯
を
基
礎
付
け
る
「
不
作

為
の
重
み
」
が
あ
る
。
甲
、
乙
両
名
が
、
被
害
者
の
胸
部
・
頭
部
等
を
蹴
り
つ
け
る
等
し
て
無
抵
抗
状
態
に
し
た
後
、
乙
は
現
場
か
ら
二

メ
ー
ト
ル
離
れ
、
甲
の
乱
暴
を
笑
っ
て
見
て
い
た
が
、
甲
が
さ
ら
に
九
・
三
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
鉄
パ
イ
プ
で
被
害
者
の
頭
部
を
殴
打
す
る
で

あ
ろ
う
こ
と
を
認
識
し
な
が
ら
、
こ
れ
を
阻
止
な
か
っ
た
と
い
う
事
案
で
は
（（B

G
H
S
t 30,391

）、「
と
ど
め
を
刺
さ
な
か
っ
た
」
乙
に
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は
「
正
犯
と
し
て
の
重
み
」
が
あ
る
「
不
作
為
」
が
認
め
ら
れ
る
。
先
夫
と
の
間
に
生
ま
れ
た
長
男
（
四
歳
）
と
次
男
（
三
歳
）
を
つ
れ

て
乙
と
内
縁
関
係
に
入
っ
た
甲
が
、
乙
が
日
ご
ろ
か
ら
子
供
達
に
「
折
檻
」
を
重
ね
て
い
る
の
を
特
に
制
止
も
せ
ず
に
い
た
と
こ
ろ
、
事

件
当
日
、次
男
の
態
度
に
立
腹
し
た
乙
が
、同
人
に
対
し
手
こ
ぶ
し
で
そ
の
頭
部
を
数
回
殴
打
し
た
た
め
に
仰
向
け
に
倒
れ
て
意
識
を
失
っ

た
同
人
を
発
見
し
、
乙
と
共
に
病
院
に
運
ん
だ
が
、
く
も
膜
下
出
血
の
た
め
同
人
を
死
亡
さ
せ
た
と
い
う
事
案
で
は
（
札
幌
高
判
平
成
一

二
年
三
月
一
六
日
判
時
一
七
一
一
号
一
七
〇
頁
）、
甲
に
は
乙
の
乱
暴
を
阻
止
す
る
こ
と
は
容
易
で
な
か
っ
た
と
い
え
る
の
で
、
不
作
為
に

よ
る
幇
助
が
認
め
ら
れ

55
）

る
と
。

し
か
し
、
結
果
の
発
生
を
阻
止
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
多
大
な
労
苦
を
払
わ
な
く
と
も
結
果
の
発
生
を
阻
止
で
き
た
と
い
え

る
不
作
為
者
が
正
犯
だ
と
す
る
本
説
に
も
問
題
を
指
摘
し
う
る
。
潜
在
的
行
為
支
配
と
い
う
の
は
、
労
苦
し
て
結
果
の
発
生
を
阻
止
し
得

た
場
合
で
も
い
え
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
場
合
に
潜
在
的
行
為
支
配
を
否
定
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
潜
在
的
行
為
支
配
の
概
念
を
否

定
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
更
に
、
結
果
発
生
の
阻
止
の
困
難
さ
の
程
度
に
線
を
引
く
こ
と
は
実
際
に
は
困
難
で
あ
る
の
で
、
潜
在
的
行

為
支
配
の
実
践
的
適
用
に
難
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
作
為
に
出
る
こ
と
が
極
め
て
困
難
で
あ
る
と
い
う
事
例
で
は
、「
命
令
さ
れ
た
作
為
に
着

手
す
る
事
実
上
の
可
能
性
」
が
否
定
さ
れ
、
結
局
、
構
成
要
件
該
当
性
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
最
後
に
、
不

作
為
の
単
独
犯
の
場
合
に
は
、
結
果
発
生
の
阻
止
の
困
難
度
に
か
か
わ
り
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
い
か
に
困
難
で
あ
っ
て
も
不
作
為
正
犯

を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
も
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら

56
）

な
い
。

vi

正
犯
説

第
三
者
に
よ
る
構
成
要
件
実
現
を
許
容
す
る
保
障
人
は
原
則
と
し
て
不
作
為
犯
の
正
犯
で
あ
る
と
解
す
る
正
犯
説
が
妥

当
と
云
え
よ
う
。
第
一
に
、
不
真
正
不
作
為
犯
の
正
犯
者
は
、
命
令
さ
れ
た
作
為
を
し
な
い
者
、
し
た
が
っ
て
、
不
真
正
不
作
為
犯
の
構
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成
要
件
を
自
ら
の
手
で
実
現
す
る
者
で

57
）

あ
る
。
不
作
為
犯
の
特
徴
は
、
保
障
人
の
地
位
か
ら
生
ず
る
結
果
回
避
義
務
の
違
反
と
い
う
と
こ

ろ
に
あ
り
、
こ
れ
が
正
犯
を
基
礎
付
け
る
の
で
あ
る
。
保
障
人
の
作
為
義
務
に
正
犯
を
基
礎
付
け
る
作
為
義
務
と
幇
助
を
基
礎
付
け
る
作

為
義
務
の
二
種
類
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
結
果
回
避
の
作
為
義
務
に
強
弱
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で

58
）

あ
る
。
第
二
に
、
正
犯
と
共

犯
の
区
別
は
、
従
来
、
作
為
犯
を
対
象
に
行
為
支
配
の
観
点
か
ら
展
開
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
区
別
を
、
作
為
と
は
構
造
を
異

に
す
る
、
事
象
の
支
配
の
認
め
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
に
特
徴
の
あ
る
不
作
為
犯
に
応
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
云
え
よ
う
。
作
為
の
場
合
、

共
犯
者
は
正
犯
を
通
し
て
結
果
の
発
生
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
こ
れ
に
よ
り
正
犯
の
不
法
も
共
犯
者
に
帰
属
さ
れ
る
（
従
属
的
法
益
侵
害
と

し
て
の
共
犯
）。
し
か
し
、
不
作
為
の
場
合
、
結
果
回
避
義
務
を
負
う
保
障
人
は
、
作
為
者
（
正
犯
）
に
影
響
を
及
ぼ
す
の
で
は
な
く
、
作

為
者
の
行
為
不
法
と
は
関
係
な
く
、
不
作
為
犯
の
構
成
要
件
を
充
足
す
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
第
三
者
の
犯
す
殺
害
行
為
を
阻
止
し
な

い
者
は
、
こ
の
者
を
「
支
援
し
て
い
る
」
の
で
は
な
く
、
犯
罪
結
果
の
発
生
を
回
避
し
な
い
の
で
あ
る
。
換
言
す
る
と
、
不
作
為
者
は
作

為
者
に
よ
る
結
果
惹
起
に
事
実
上
従
属
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
第
三
者
の
犯
罪
行
為
に
介
入
し
な
い
者
は
、
他
の
態
様
の
法
益
侵
害
の

危
険
を
回
避
し
な
い
者
と
同
じ
な
の
で

59
）

あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
保
障
人
義
務
は
正
犯
者
を
基
礎
付
け
る
規
準
と
捉
え
、
第
三
者
の
作
為
行

為
を
阻
止
し
な
い
保
障
人
は
不
真
正
不
作
為
犯
の
正
犯
で
あ
り
、
第
三
者
は
作
為
犯
の
正
犯
で
あ
り
、
両
者
は
同
時
正
犯
と
い
う
こ
と
に

な
る
。

但
し
、
本
説
に
よ
れ
ば
、
構
成
要
件
が
正
犯
成
立
の
要
件
と
し
て
い
る
正
犯
要
素
が
保
障
人
に
欠
如
し
て
い
る
場
合
に
は
、
第
三
者
の

作
為
を
阻
止
し
な
い
保
障
人
の
行
為
は
正
犯
を
基
礎
付
け
な
い
。
例
え
ば
、
偽
証
罪
の
場
合
、
法
律
よ
っ
て
宣
誓
し
た
証
人
が
虚
偽
の
陳

述
を
す
る
の
を
阻
止
す
る
義
務
を
有
す
る
者
が
こ
の
義
務
に
違
反
し
て
虚
偽
の
陳
述
を
阻
止
し
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
保
障
人
に
は
「
法

律
に
よ
り
宣
誓
し
た
証
人
」
と
い
う
正
犯
資
格
（
身
分
）
が
欠
け
て
い
る
か
ら
、
不
作
為
に
よ
る
正
犯
で
は
な
い
。
又
、
領
得
罪
の
一
つ
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で
あ
る
窃
盗
罪
は
主
観
的
構
成
要
件
要
素
と
し
て
領
得
の
意
思
が
要
求
し
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
も
そ
も
不
作
為
で
は
犯
さ
れ
え
な
い

の
で
、
例
え
ば
、
万
引
き
に
気
づ
い
た
店
員
が
、
安
月
給
に
不
満
を
募
ら
せ
て
い
た
た
め
に
、
何
の
対
応
も
と
ら
な
か
っ
た
場
合
、
当
該

店
員
は
窃
盗
の
正
犯
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
場
合
、
不
作
為
者
に
は
幇
助
犯
が
成
立
す
る
。
不
作
為
者
に
正
犯
が
成
立
す
る
場
合
、
例
え

ば
、
保
護
保
障
人
が
そ
の
被
保
護
者
が
他
人
に
よ
り
殺
害
さ
れ
る
の
を
傍
観
し
た
場
合
、
他
人
は
そ
の
行
為
支
配
の
故
に
作
為
の
正
犯
、

保
護
保
障
人
は
不
作
為
の
正
犯
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
全
体
の
事
象
を
行
為
支
配
と
い
う
面
か
ら
考
察
す
る
と
、
不
作
為
者
の
刑
法
上
重

要
な
関
与
は
作
為
の
正
犯
へ
の
支
配
な
き
加
功
に
下
り
、
幇
助
と
し
て
の
み
評
価
さ
れ
う
る
。
も
っ
と
も
、
競
合
原
則
か
ら
、
こ
の
幇
助

は
正
犯
の
背
後
に
退
く
。
そ
う
す
る
と
、
不
作
為
者
に
保
障
人
義
務
が
あ
っ
て
も
不
作
為
の
正
犯
が
成
立
し
な
い
場
合
、
不
作
為
に
よ
る

幇
助
が
正
面
に
出
て
く
る
の
で

60
）

あ
る
。

不
作
為
に
よ
る
幇
助
は
、
保
障
人
が
第
三
者
の
幇
助
不
法
の
実
現
を
阻
止
し
な
い
と
き
に
も
成
立
す
る
。
例
え
ば
、
父
親
が
、
そ
の
子

が
他
人
に
拳
銃
を
渡
し
て
殺
人
の
幇
助
を
す
る
の
を
阻
止
し
な
い
場
合
で
あ
る
。父
親
は
被
害
者
と
の
関
係
で
保
障
人
の
地
位
に
は
な
く
、

し
た
が
っ
て
、
回
避
す
べ
き
不
法
内
容
は
殺
人
罪
の
構
成
要
件
で
は
な
く
、
自
分
の
子
の
犯
罪
行
為
を
阻
止
す
る
義
務
を
有
す
る
に
す
ぎ

ず
、
し
た
が
っ
て
、
殺
人
幇
助
罪
の
構
成
要
件
で

61
）

あ
る
。

本
説
に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
批
判
が
あ
る
。
他
人
の
犯
行
に
直
面
し
た
保
障
人
は
、
自
然
の
猛
威
、
技
術
的
危
険
あ
る
い
は
自
分

の
不
注
意
か
ら
危
険
に
瀕
し
て
い
る
法
益
客
体
を
保
護
す
る
た
め
に
自
ら
作
為
に
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
と
比
較
す
る
と
、
い
っ
そ
う

困
難
な
状
況
に
遭
遇
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
保
障
人
は
作
為
に
よ
る
犯
行
の
決
意
を
し
た
者
の
妨
害
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。
作
為
に
よ
る
行
為
者
が
保
障
人
の
監
視
対
象
と
な
っ
て
い
る
者
で
あ
れ
、
保
障
人
の
保
護
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
者
へ
の
第
三
者
か
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ら
の
攻
撃
で
あ
れ
、
事
情
は
変
わ
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
監
視
保
障
人
及
び
保
護
保
障
人
に
要
求
さ
れ
る
行
為
は
特
別
の
危
険
を
伴
っ

て
い
る
か
ら
、
行
為
に
出
る
心
理
閾
は
他
の
状
況
下
に
あ
る
保
障
人
の
場
合
よ
り
も
高
い
の
が
普
通
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
図
式
的
に
正
犯

と
捉
え
る
こ
と
に
は
難
が
あ

62
）

る
と
。
し
か
し
、
こ
の
批
判
は
必
ず
し
も
正
鵠
を
得
た
も
の
と
は
い
え
な
い
。
自
ら
危
険
状
態
に
陥
っ
た
被

害
者
を
救
出
す
る
こ
と
に
非
常
な
困
難
が
伴
う
と
い
う
こ
と
も
間
々
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
例
え
ば
、
作
為
者
に
警
察
に
通
報
す
る
と
の
警

告
を
発
す
る
な
ど
の
方
法
で
、
作
為
者
の
行
為
を
比
較
的
容
易
に
阻
止
で
き
る
こ
と
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

本
説
に
は
、
作
為
犯
と
の
比
較
で
刑
罰
の
均
衡
を
失
す
る
こ
と
に
な
る
と
の
指
摘
も
あ
る
。
し
か
し
、
一
般
に
、
不
真
正
不
作
為
犯
は

減
軽
事
由
と
な
る
。
作
為
と
の
等
価
値
性
の
認
め
ら
れ
る
不
作
為
は
、
等
価
値
性
に
も
関
わ
ら
ず
作
為
に
比
し
て
行
為
無
価
値
の
点
で
軽

い
か
ら
で
あ
る
。
等
価
値
性
の
役
割
は
、
構
成
要
件
の
不
法
内
容
に
そ
も
そ
も
相
応
し
な
い
不
作
為
の
事
例
を
初
め
か
ら
構
成
要
件
不
該

当
と
扱
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
不
作
為
が
構
成
要
件
に
該
当
し
て
も
、
当
該
不
作
為
は
作
為
に
比
し
て
行
為
無
価
値
の
点
で
基
本
的
に
軽
い

の
で
あ
り
、
そ
れ
は
刑
の
軽
減
事
由
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で

63
）

あ
る
。
特
に
、
保
障
人
が
第
三
者
に
よ
る
被
保
障
人
へ
の
犯
罪
行
為
を

阻
止
し
な
い
と
い
っ
た
場
合
、
そ
の
第
三
者
の
犯
罪
へ
の
作
為
に
よ
る
幇
助
よ
り
も
当
罰
性
が
重
く
な
い
の
で
、
刑
罰
は
幇
助
犯
に
対
す

る
刑
罰
の
範
囲
内
に
留
め
ら
れ
る
べ
き
で

64
）

あ
る
。
正
犯
と
共
犯
の
区
別
の
問
題
を
刑
量
の
問
題
と
混
淆
し
て
は
な
ら
な
い
。

ｂ
ｂ

幇
助
の
因
果
関
係

不
作
為
に
よ
る
幇
助
に
お
い
て
も
、
作
為
義
務
者
が
介
入
し
て
お
れ
ば
具
体
的
態
様
の
形
態
で
現
実
に
生
じ
た
結
果
は
生
じ
な
か
っ
た

で
あ
ろ
う
と
い
う
意
味
で
の
因
果
関
係
が
必
要
で

65
）

あ
る
。
ド
イ
ツ
連
邦
裁
判
所
の
判
例
に
よ
る
と
、
不
作
為
に
よ
る
幇
助
は
、
幇
助
者
が

結
果
を
確
実
に
阻
止
で
き
た
こ
と
を
前
提
要
件
と
せ
ず
、
幇
助
者
が
命
令
さ
れ
た
行
為
に
よ
っ
て
結
果
の
発
生
を
難
し
く
す
る
こ
と
が
で
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き
た
と
い
う
こ
と
で
十
分
で

66
）

あ
る
。
こ
の
見
解
は
、
作
為
に
よ
る
幇
助
者
で
あ
っ
て
も
、
正
犯
者
に
よ
る
構
成
要
件
実
現
と
条
件
関
係
に

あ
る
必
要
は
な
く
、「
促
進
」す
る
こ
と
で
十
分
で
あ
る
と
い
う
見
解
と
相
即
し
て

67
）

い
る
。
し
か
し
、
作
為
犯
の
場
合
で
も
、
正
犯
者
に
よ

る
正
犯
の
現
実
の
実
行
行
為
と
因
果
関
係
の
な
い
た
ん
な
る
「
促
進
」
と
い
う
も
の
の
実
質
的
基
盤
が
一
体
ど
こ
に
あ
る
の
か
分
か
ら

68
）

な
い
。
こ
の
こ
と
は
ま
す
ま
す
も
っ
て
不
作
為
に
よ
る
幇
助
に
当
て
は
ま
る
。
不
作
為
に
よ
る
幇
助
犯
の
成
立
に
、
正
犯
者
の
行
為
を
困

難
に
す
る
だ
け
で
十
分
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、不
作
為
者
は
正
犯
行
為
を
お
よ
そ
阻
止
で
き
な
い
と
い
う
場
合
で
あ
っ
て
も
、「
阻
止
行
為
」

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
保
障
人
と
い
う
の
は
結
果
の
発
生
を
阻
止
す
る
義
務
を
有
す
る
。
不
作
為

に
と
ど
ま
っ
た
幇
助
者
が
積
極
的
介
入
を
し
て
も
結
果
を
阻
止
で
き
な
い
の
な
ら
、
こ
の
結
果
は
幇
助
の
次
元
で
も
帰
属
で
き
な
い
。
幇

助
の
未
遂
（
不
可
罰
）
が
あ
る
に
過
ぎ

69
）

な
い
。

ｂ

不
作
為
に
よ
る
教
唆

教
唆
行
為
と
い
う
の
は
、
他
人
に
精
神
的
影
響
を
与
え
て
犯
罪
を
し
よ
う
と
す
る
決
意
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
不
作

為
に
よ
っ
て
実
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
甲
は
、
乙
か
ら
甲
の
父
親
丙
を
憎
ん
で
お
り
、
殺
す
か
ど
う
か
思
案
中
だ
と
聞
い
た
が
、
甲

は
乙
が
丙
を
殺
そ
う
と
す
る
決
意
を
す
る
の
を
止
め
よ
う
と
す
れ
ば
と
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
に
そ
う
し
な
か
っ
た
の
で
、
乙
は
丙
を
殺

す
決
意
を
し
丙
を
殺
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
場
合
、
甲
は
、
丙
の
生
命
に
対
す
る
保
障
人
と
し
て
、
丙
の
死
を
阻
止
す
る
、
つ
ま
り
、
乙

の
丙
殺
害
の
決
意
を
で
き
る
だ
け
早
く
阻
止
す
る
義
務
を
課
せ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
甲
が
こ
れ
を
し
な
い
と
き
、
こ
の
不
作
為
が
当
該

情
況
の
下
で
は
「
行
為
の
提
案
」
と
理
解
さ
れ
う
る
の
で
、
乙
が
そ
の
後
決
意
を
し
て
丙
殺
害
に
及
べ
ば
、
甲
は
殺
人
の
不
作
為
に
よ
る

教
唆
が
成
立
す
る
と
い
う
見
解
が
あ

70
）

る
が
、
こ
れ
は
甲
に
不
作
為
に
よ
る
殺
人
罪
の
正
犯
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
事
例
で

71
）

あ
る
。
さ
ら
に
、

「
た
と
え
ば
、
不
注
意
な
言
動
に
よ
っ
て
他
人
に
犯
罪
意
思
を
誘
発
し
た
者
が
、
後
に
な
っ
て
そ
の
事
実
を
認
識
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
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こ
と
さ
ら
に
こ
れ
を
是
正
し
な
い
で
放
置
し
、
そ
の
犯
罪
が
遂
行
さ
れ
た
場
合
、
あ
る
い
は
大
体
同
様
で
あ
る
が
、
教
唆
者
が
単
に
暴
行

の
つ
も
り
で
教
唆
を
し
た
が
、
軽
率
な
言
辞
を
使
用
し
た
た
め
に
（
た
と
え
ば
、
た
だ
「
や
っ
つ
け
て
了
え
」
と
い
う
程
度
の
教
唆
）、
被

教
唆
者
が
こ
れ
を
殺
害
の
教
唆
と
錯
誤
し
、し
か
も
教
唆
者
が
後
に
な
っ
て
そ
の
事
実
を
知
り
な
が
ら
こ
れ
を
放
置
し
、被
教
唆
者
に
よ
っ

て
殺
人
罪
が
行
な
わ
れ
た
場
合
」、
不
作
為
に
よ
る
故
意
の
教
唆
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
不
作
為
に
よ
る
正
犯
を
認
め
る
べ
き
で
な

い
、
な
ぜ
な
ら
、
仮
に
、
正
犯
と
解
す
る
な
ら
、
自
己
の
軽
率
を
を
発
見
し
な
が
ら
も
こ
れ
を
是
正
せ
ず
に
そ
れ
を
放
置
し
た
場
合
、
背

後
者
は
す
で
に
犯
罪
の
実
行
が
あ
っ
た
と
解
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
被
教
唆
者
が
何
等
か
の
事
情
で
犯
意
を
放
棄
し
、
犯
行
に
出
な
か
っ

た
場
合
で
も
背
後
者
は
未
遂
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
帰
結
は
作
為
の
教
唆
の
場
合
と
対
比
し
て
承
認
し
が
た
い
結
論

に
な
る
と
い
う
主
張
も
見
ら

72
）

れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
も
、
不
作
為
者
に
保
障
人
の
地
位
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
正
犯
と
解
す
べ
き
で
あ

り
、
不
作
為
に
よ
る
正
犯
を
認
め
る
と
作
為
に
よ
る
教
唆
と
の
釣
り
合
い
が
取
れ
な
く
な
る
と
い
う
批
判
は
、
最
初
介
入
可
能
時
点
説
を

前
提
と
し
て
い
る
立
論
で
あ
っ
て
、
こ
の
説
自
体
が
失
当
で
あ
る
（
参
照
、
第

73
）

五
章
）。

作
為
に
よ
っ
て
犯
罪
を
誘
発
す
る
情
況
を
創
出
し
て
も
教
唆
犯
は
成
立
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
ま
し
て
や
、
不
作
為
に
よ
る
そ
れ
に

も
教
唆
犯
は
成
立
し
な
い
。
旅
行
に
出
か
け
る
隣
人
乙
か
ら
そ
の
家
の
監
視
と
そ
の
郵
便
受
け
を
定
期
的
に
空
に
し
て
ほ
し
い
と
頼
ま
れ

た
者
甲
が
、
そ
の
郵
便
受
け
が
は
ち
き
れ
そ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
留
守
で
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
、
そ
う
す
る
と
、
空
き
巣
に
狙

わ
れ
や
す
く
な
る
こ
と
を
予
期
し
な
が
ら
、
そ
の
郵
便
受
け
を
空
に
し
な
い
と
い
う
場
合
、
不
作
為
に
よ
る
教
唆
が
成
立
す
る
と
い
う
見

解
が
あ

74
）

る
が
、
こ
の
不
作
為
に
よ
っ
て
犯
罪
を
誘
発
す
る
情
況
が
創
出
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
仮
に
甲
が
作
為
で
乙
の
郵
便
受
け
を
満
杯

に
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
が
作
為
に
よ
る
住
居
侵
入
窃
盗
教
唆
に
な
る
と
は
い
え
な
い
で
あ

75
）

ろ
う
。
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し
か
し
、
本
来
的
意
味
で
の
教
唆
で
は
な
い
が
、
不
作
為
者
が
教
唆
犯
の
規
定
で
処
罰
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
が
あ
る
。
監
視

保
障
人
が
そ
の
保
障
人
義
務
に
反
し
て
監
視
の
対
象
で
あ
る
者
の
教
唆
行
為
を
阻
止
し
な
い
場
合
、
正
犯
者
は
教
唆
者
に
よ
っ
て
犯
行
の

決
意
を
喚
起
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
保
障
人
義
務
は
被
保
障
人
の
行
為
を
監
視
す
る
こ
と
に
あ
り
、
被
教
唆
者
の
犯
行
を
阻
止
す
る
こ
と

で
は
な
い
。
監
視
保
障
人
が
被
監
視
者
の
教
唆
行
為
を
阻
止
し
て
お
れ
ば
、
正
犯
者
が
犯
行
の
決
意
を
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
と
い
え
る

と
き
、監
視
保
障
人
の
不
作
為
は
作
為
の
教
唆
の
行
為
無
価
値
に
等
し
い
。し
た
が
っ
て
、保
障
人
に
不
作
為
に
よ
る
教
唆
犯
が
成
立

76
）

す
る
。

例
え
ば
、
刑
事
施
設
の
長
が
、
受
刑
者
が
第
三
者
宛
て
の
手
紙
の
中
で
犯
行
を
唆
か
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
手
紙
を
差
し
止

め
な
い
と
き
、
保
障
人
に
は
当
該
手
紙
を
差
し
止
め
る
義
務
が
あ
り
、
そ
れ
を
履
行
す
れ
ば
、
第
三
者
の
犯
行
へ
の
決
意
に
繫
が
る
因
果

過
程
を
断
絶
さ
せ
、
第
三
者
の
犯
行
を
防
止
で
き
た
の
で
あ
る
か
ら
、
刑
事
施
設
の
長
に
は
不
作
為
に
よ
る
教
唆
犯
が
成
立

77
）

す
る
。
同
様

に
、
自
分
の
未
成
年
の
子
が
他
人
に
窃
盗
教
唆
を
し
て
い
る
の
に
気
づ
き
な
が
ら
知
ら
ん
振
り
を
す
る
監
視
保
障
人
た
る
父
親
に
も
不
作

為
に
よ
る
教
唆
犯
が
成
立
す
る
。
父
親
に
は
息
子
の
犯
罪
行
為
を
阻
止
す
る
義
務
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
父
親
に
は
、
領
得

の
意
思
も
被
害
者
と
の
関
係
で
保
障
人
の
地
位
に
も
な
い
の
で
、
窃
盗
罪
の
正
犯
は
成
立
し
な
い
。
父
親
に
窃
盗
罪
の
不
作
為
に
よ
る
幇

助
も
成
立
し
な
い
の
は
、
正
犯
の
犯
行
を
阻
止
し
た
り
、
正
犯
か
ら
被
害
者
を
保
護
す
る
義
務
も
な
い
か
ら
で

78
）

あ
る
。

注（
１
）H

.-H
.
Jesch

eck
,
T
h
.
W
eig
en
d
,
L
eh
rb
u
ch d
es S
tra
frech

ts A
T
,
5.
A
u
fl.,1996,

60 III,640.;
K
.
K
u
h
l,S
tra
frech

t A
T
,6.A

u
fl.,2008,

20 R
n 267.;

W
.
G
ro
p
p
,
S
tra
frech

t A
T
,
3.
A
u
fl.,
2005,

10 R
n 69.;

G
.
S
tra
ten
w
erth
,
S
tra
frech

t A
T
,
4.
A
u
fl.,
2000,

14 R
n 12.;

C
.
R
o
xin
,
S
tra
frech

t A
T
 
B
d II,

2003,
31 R

n 175.;
V
.
K
rey
,
D
eu
tsch
es S
tra
f rech

t A
T
 
B
d
.
2,
3.
A
u
fl.,
2008,

R
n 385.;

H
.
O
tto
,

G
ru
n
d
k
u
rs S
tra
frech

t A
T
,
7.
A
u
fl.,
2004,

21 R
n 108.

（
２
）R
.
M
a
u
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ch
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K
.
H
.
G
o
ssel u
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H
.
Z
ip
f
,S
tra
frech

t A
T
,T
b 2,7.A

u
fl.,1989,

48 III A R
n 95.;
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B
a
u
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a
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U
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W
eb
er u
.
W
.
M
itsch

,

S
tra
frech

t A
T
,
11.
A
u
fl.,
2003,

29 R
n 118 f.

〔
間
接
正
犯
と
し
て
の
背
後
者
の
役
割
は
専
ら
そ
の
行
為
に
依
存
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
背
後
者
が
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作
為
で
負
責
さ
れ
る
か
不
作
為
で
負
責
さ
れ
る
と
い
っ
た
問
題
も
専
ら
そ
の
行
為
に
依
存
す
る
の
で
あ
り
、媒
介
者
の
行
為
は
問
題
と
な
ら
な
い
〕。BG

H
S
t

 
40 257

〔
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
症
の
疑
い
が
強
い
七
〇
歳
の
女
性
患
者
の
担
当
医
と
患
者
の
息
子
が
、
脳
障
害
を
き
た
し
意
思
決
定
も

ま
ま
な
ら
な
い
患
者
に
回
復
の
見
込
み
が
ま
っ
た
く
立
た
な
い
た
め
、
こ
れ
以
上
の
苦
痛
を
与
え
続
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
判
断
し
、
両
名
協
議
の
上
、

看
護
人
に
対
し
て
、「
患
者
に
は
お
茶
し
か
与
え
な
い
よ
う
に
」と
の
書
面
を
渡
し
た
と
こ
ろ
、
看
護
師
が
こ
れ
に
従
わ
な
か
っ
た
が
、
患
者
は
約
一
〇
ヶ
月

後
に
肺
水
腫
の
た
め
死
亡
し
た
と
い
う
事
案
で
、
担
当
医
も
息
子
も
正
犯
意
思
を
有
し
、
且
つ
、
行
為
支
配
も
有
し
て
い
た
と
し
て
、
不
作
為
に
よ
る
間
接

正
犯
の
成
立
を
肯
定
し
た
〕。
参
照
、
内
田
文
昭
「
不
真
正
不
作
為
犯
に
お
け
る
正
犯
と
共
犯
」
神
奈
川
法
学
三
四
巻
三
号
（
二
〇
〇
一
年
）
六
三
七
頁
以
下
、

七
一
一
頁
以
下
。
内
田
文
昭
『
刑
法

（
改
訂
版
）』
一
九
八
六
年
・
一
三
九
頁
〔
子
供
が
者
を
盗
っ
て
い
る
の
を
知
り
な
が
ら
、
こ
れ
を
阻
止
し
な
い
の
は
、

不
作
為
に
よ
る
窃
盗
の
間
接
正
犯
〕。

（
３
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S
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.
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r
13 R
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10 R
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L
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n
.
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.
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u
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,
K
o
m
m
en
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r,
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A
u
fl.,
2006,

25 R
n
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（
９
）K

u
h
l,
(F
n
.
1),

20 R
n 268.;

R
o
xin
,
(F
n
.
1),

31 R
n 172 f.;

W
.
W
o
h
lers,

N
o
m
o
sK
o
m
m
en
ta
r S
tra
fg
esetzb

u
ch B

d 1,
2.
A
u
fl.,
2005,

13 R
n 27.

参
照
、
齋
藤
彰
子
「
不
作
為
の
共
同
正
犯
（
一
）」
法
学
論
叢
一
四
七
巻
六
号
（
一
九
九
九
年
）
一
〇
二
頁
以
下
、
一
〇
四
頁
以
下
。
曽
根
威

彦
「
不
作
為
と
共
同
正
犯
」（『
神
山
敏
雄
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
（
第
一
巻
）』（
二
〇
〇
六
年
）
所
収
・
四
〇
五
頁
以
下
）
四
〇
七
頁
。
こ
れ
に
対
し
て
、

ク
ラ
イ
（K

rey
,
(F
n
.
1),
R
n 386

）
は
、
共
同
正
犯
と
い
う
の
は
共
同
支
配
と
し
て
の
行
為
支
配
（
機
能
的
行
為
支
配
）
を
要
求
す
る
と
こ
ろ
、
不
作
為

に
あ
っ
て
は
か
か
る
実
体
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
共
同
正
犯
を
否
定
す
る
。
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（
10
）R

G
S
t 66,

70

〔
母
親
の
不
作
為
に
よ
る
嬰
児
殺
に
つ
い
て
の
父
親
の
不
作
為
の
罪
責
が
問
題
と
な
っ
た
事
件
で
、
可
罰
的
行
為
が
複
数
の
者
の
合
意
に
基

づ
く
不
作
為
に
よ
っ
て
実
行
さ
れ
う
る
と
こ
ろ
、
父
親
は
、
男
性
と
し
て
指
導
的
地
位
を
有
し
て
い
た
こ
と
、
嬰
児
の
死
を
予
見
し
欲
し
て
い
た
こ
と
、
母

親
の
関
与
の
も
と
に
お
い
て
生
じ
た
す
べ
て
の
こ
と
を
自
分
の
犯
行
と
み
な
し
て
い
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
父
親
に
は
幇
助
で
な
く
正
犯
が
成
立
す
る
〕。
内

田
（
注
２
）
六
〇
頁
以
下
は
、
複
数
の
保
障
人
間
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
不
作
為
の
重
み
」（
主
導
的
か
従
属
的
・
周
辺
的
）
に
応
じ
て
正
犯
（
共
同

正
犯
）
か
共
犯
（
幇
助
犯
）
が
決
め
ら
れ
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
本
判
決
を
支
持
す
る
。A

.
D
o
n
a
tsch
,
B
.
T
a
g
,
S
tra
frech

t I,
8.
A
u
fl.,
2006,

318

〔
急
い
で
輸
血
を
し
な
い
と
生
命
の
危
う
く
な
る
子
が
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
両
親
が
子
に
ど
ん
な
治
療
も
受
け
さ
せ
な
い
〕。
大
塚
仁
『
刑
法
概
説

（
総
論
）』
改
訂
版
・
一
九
八
六
年
・
二
六
〇
頁
。A

G M
u
n
ch
en
,
U
rt.
v
.
28.
5.
1998,

N
JW
 
1998,

2836 ff

〔
ア
メ
リ
カ
の
コ
ン
ピ
ュ
サ
ー
ヴ
社
ド
イ

ツ
法
人
の
代
表
取
締
役
で
あ
る
被
告
人
が
ア
メ
リ
カ
本
社
の
サ
ー
ヴ
ァ
に
投
稿
さ
れ
た
チ
ャ
イ
ル
ド
・
ポ
ル
ノ
等
を
ド
イ
ツ
国
内
の
会
員
の
見
聞
に
供
し
た

事
案
に
関
し
て
、
ハ
ー
ド
ポ
ル
ノ
文
書
頒
布
罪
に
つ
き
、
被
告
人
に
は
ア
メ
リ
カ
本
社
と
の
不
作
為
に
よ
る
共
同
正
犯
が
成
立
す
る
〕。
参
照
、
鈴
木
秀
美「
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ロ
バ
イ
ダ
の
刑
事
責
任
」
法
律
時
報
七
一
巻
四
号
（
一
九
九
九
年
）
一
一
六
頁
以
下
。
東
京
地
判
昭
和
五
七
年
一
二
月
二
二
日
判
タ
四

九
四
号
一
四
二
頁
〔
自
宅
に
居
住
さ
せ
て
い
た
従
業
員
に
対
し
、
木
刀
な
の
で
数
回
に
わ
た
っ
て
暴
行
を
加
え
て
、
鼻
骨
骨
折
を
伴
う
鼻
根
部
挫
創
、
後
頭

部
挫
創
等
の
傷
害
を
負
わ
せ
た
被
告
人
二
名
が
、
こ
の
た
め
、
食
欲
が
減
退
し
、
高
熱
を
出
し
、
意
識
も
判
然
と
し
な
く
な
る
等
重
篤
な
症
状
を
呈
す
る
に

至
っ
た
当
該
従
業
員
に
、
医
師
に
よ
る
適
切
な
治
療
を
受
け
さ
せ
な
け
れ
ば
、
同
従
業
員
が
死
亡
す
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
を
認
識
し
な
が
ら
、
傷
害
の
事

実
が
発
覚
す
る
の
を
恐
れ
て
治
療
を
受
け
さ
せ
ず
、
自
宅
内
に
あ
っ
た
化
膿
止
め
の
錠
剤
等
を
投
与
す
る
等
に
と
ど
ま
っ
た
た
め
、
同
人
を
死
亡
す
る
に
至

ら
し
め
た
と
い
う
事
案
で
、
両
被
告
人
に
不
作
為
に
よ
る
殺
人
正
犯
の
成
立
を
認
め
た
が
、
共
同
正
犯
に
つ
い
て
は
言
及
が
な
い
〕。

（
11
）S

tra
ten
w
erth
,
(F
n
.
1),

14 R
n 15.;

d
ers.,

(F
n
.
3),

15 R
n 9.;

W
eig
en
d
,
(F
n
.
7),
13 R

n 82.;
B
G
H
S
t 48,

77,
95.

（
12
）
神
山
敏
雄
『
不
作
為
を
め
ぐ
る
共
犯
論
』
一
九
九
四
年
・
三
〇
五
頁
、
三
一
〇
頁
は
、
こ
の
事
例
を
「
形
式
的
共
同
正
犯
」
と
呼
び
、
同
時
正
犯
と
し
て
処

理
す
る
が
、
不
作
為
者
全
員
の
作
為
が
あ
っ
て
初
め
て
結
果
の
発
生
を
回
避
し
う
る
場
合
を
「
実
質
的
共
同
正
犯
」
と
呼
び
、
こ
の
場
合
に
限
り
、
共
同
正

犯
を
認
め
る
。

（
13
）
植
田
重
正
「
不
作
為
と
狭
義
の
共
犯
」
関
西
大
学
法
学
論
集
一
三
巻
四
・
五
・
六
合
併
号
（
一
九
六
四
年
）
二
六
七
頁
以
下
、
二
七
〇
頁
「
こ
の
場
合
に
二

人
の
義
務
者
は
各
自
単
独
で
は
救
助
が
不
可
能
で
あ
り
、
そ
し
て
か
よ
う
に
結
果
防
止
が
不
可
能
な
場
合
に
は
、
不
作
為
自
体
が
成
立
し
得
な
い
と
見
る
べ

き
で
あ
る
か
ら
、
不
作
為
の
同
時
犯
（
各
自
の
単
独
正
犯
）
を
み
る
こ
と
は
、
理
論
的
に
疑
義
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
」。

松
宮
孝
明
『
刑
法
総
論
講
義
（
第
四
版
）』
二
〇
〇
九
年
・
二
七
三
頁
は
、
単
独
で
は
結
果
を
回
避
で
き
な
い
場
合
な
ど
、
客
観
的
・
社
会
的
に
共
同
の
作

為
義
務
の
違
反
が
認
め
ら
れ
る
限
度
で
不
作
為
犯
の
共
同
正
犯
を
認
め
る
。
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Jesch
eck
/
W
eig
en
d
,(F
n
.1),

63 IV 2 682.;
K
u
h
l,
20 R

n 268.;
S
tra
ten
w
erth
,(F
n
.1),

14 R
n 15.;

d
ers.,(F

n
.3),

15 R
n 9.;

W
eig
en
d
,

(F
n
.
7),

13 R
n 82.;

B
G
H
S
t 37,

106,
129 .

（
14
）こ
の
例
に
お
い
て
、
神
山
説
に
よ
れ
ば
、
単
独
で
も
結
果
回
避
可
能
性
の
あ
る
者
に
は
単
独
正
犯
、
単
独
で
は
結
果
回
避
可
能
性
の
な
い
者
に
は
共
同
正
犯

が
成
立
し
そ
う
で
あ
る
が
（
参
照
、
曽
根
（
注
５
）
四
〇
八
頁
）、
神
山
（
注
８
）
一
九
二
頁
は
、
意
思
の
連
絡
が
あ
る
と
き
、
不
作
為
共
同
正
犯
が
成
立
す

る
が
意
思
の
連
絡
が
な
い
と
き
は
、
単
独
で
結
果
の
発
生
を
阻
止
で
き
る
保
障
人
は
不
作
為
正
犯
、
単
独
で
は
結
果
の
発
生
を
阻
止
で
き
な
い
保
障
人
は
不

作
為
に
よ
る
片
面
的
従
犯
と
な
る
と
す
る
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
単
独
で
結
果
の
発
生
を
阻
止
で
き
る
保
障
人
が
保
護
法
益
の
主
た
る
役
割
を
担
っ
て
い

る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
齋
藤
彰
子
「
不
作
為
の
共
同
正
犯
（
二
・
完
）」
法
学
論
叢
一
四
九
巻
五
号
（
二
〇
〇
一
年
）
四
一
頁
以
下
は
、
こ

の
よ
う
な
理
由
か
ら
は
、
意
思
の
連
絡
が
あ
る
と
き
も
、
単
独
で
は
結
果
の
発
生
を
阻
止
で
き
な
い
保
障
人
は
共
犯
と
な
る
は
ず
で
あ
る
と
論
ず
る
。
齋
藤

は
、
不
作
為
の
重
要
性
の
程
度
の
相
違
、
つ
ま
り
、
結
果
阻
止
の
直
接
性
、
間
接
性
の
区
別
が
決
定
的
で
あ
り
、
前
者
が
正
犯
、
後
者
が
共
犯
と
な
る
と
論

ず
る
（
四
〇
頁
）。
そ
う
す
る
と
、
レ
ー
ヴ
ェ
ン
ハ
イ
ム
（U

.
L
o
ew
en
h
eim
,
A
n
stiftu

n
g d
u
rch U

n
terla

ssen
,
1962,

52

）
の
例
、
つ
ま
り
、「
泳
げ

な
い
水
泳
客
が
水
中
に
落
ち
て
溺
れ
そ
う
に
な
っ
て
い
る
。
と
も
に
プ
ー
ル
の
管
理
人
で
あ
る
Ａ
と
Ｂ
と
が
プ
ー
ル
・
サ
イ
ド
に
立
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
を

助
け
よ
う
と
も
し
な
い
。
Ａ
と
Ｂ
は
と
も
に
泳
い
で
い
っ
て
救
助
す
べ
き
者
で
あ
っ
た
が
、
当
時
Ｂ
は
腕
を
折
っ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
泳
ぐ
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
」
と
い
う
例
に
お
い
て
、
レ
ー
ヴ
ェ
ン
ハ
イ
ム
に
よ
る
と
、
Ａ
に
は
水
中
に
飛
び
込
ん
で
水
泳
客
を
救
助
す
る
と
い
う
法
益
に
対
す
る
直
接
的
保

護
が
期
待
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
Ｂ
に
は
近
く
に
い
る
見
張
り
人
に
知
ら
せ
る
と
い
う
法
益
に
対
す
る
間
接
的
保
護
が
期
待
さ
れ
る
の
で
、
Ａ
は
不
作
為

正
犯
、
Ｂ
は
不
作
為
に
よ
る
共
犯
と
な
る
。
齋
藤
説
も
こ
れ
を
支
持
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
Ｂ
に
も
見
張
り
人
に
通
知
す
る
等
何
ら
か
の
方
法
で
救
助
が

可
能
で
あ
る
限
り
、
そ
の
懈
怠
は
不
作
為
正
犯
を
根
拠
付
け
る
べ
き
で
あ
る
。
参
照
、
中
義
勝
「
不
作
為
に
よ
る
共
犯
」
刑
法
雑
誌
第
二
七
巻
第
四
号
（
一

九
八
七
年
）
一
頁
以
下
、
七
頁
注
三
。

（
15
）B

G
H
 
U
rt.
v
.23.9.1997,

N
S
tZ 1998,

83 f.

保
障
人
の
地
位
の
な
い
者
に
幇
助
犯
の
成
立
を
認
め
る
見
解
に
、
大
塚
（
注
10
）
二
六
〇
頁
、
二
八
六
頁
以
下
。
内
藤
謙
『
刑
法
講
義
総
論
（
下
）

』

二
〇
〇
二
年
・
一
四
四
三
頁
。
共
同
正
犯
の
成
立
を
肯
定
す
る
見
解
に
、
大
谷
実
『
刑
法
総
論
（
第
三
版
）』
二
〇
〇
六
年
・
二
五
七
頁
。
川
端
博
『
刑
法
総

論
講
義
（
第
二
版
）』
二
〇
〇
六
年
・
五
五
九
頁
。
前
田
雅
英
『
刑
法
総
論
講
義
（
第
四
版
）』
二
〇
〇
六
年
・
四
七
七
頁
。
佐
久
間
修
『
刑
法
総
論
』
二
〇

〇
九
年
・
三
七
六
頁
。
曽
根
（
注
９
）
四
〇
九
頁
。
井
田
良
『
刑
法
総
論
の
理
論
構
造
』
ニ
〇
〇
五
年
・
四
三
七
頁
。

（
16
）W
eig
en
d
,
(F
n
.
7),

13 R
n 83.;

B
a
u
m
a
n
n
/
W
eb
er
/
M
itsch

,
(F
n
.
2),

29 R
n 89.

大
塚
仁
『
犯
罪
論
の
基
本
問
題
』
一
九
八
二
年
・
三
三
四
頁

〔
甲
と
乙
と
が
意
思
を
連
絡
し
て
乙
の
子
供
丙
を
殺
そ
う
と
は
か
り
、
甲
が
水
泳
の
で
き
な
い
丙
を
川
へ
投
げ
込
ん
だ
が
、
乙
は
こ
れ
を
救
助
し
な
い
で
放
置
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し
た
た
め
、
丙
が
溺
死
し
た
場
合
、
殺
人
罪
の
共
同
正
犯
が
成
立
す
る
〕。B

G
H
 
N
JW
 
1966,

1763

〔
客
の
乱
暴
を
阻
止
し
な
か
っ
た
飲
食
店
主
と
乱
暴

を
働
い
た
客
に
不
作
為
と
作
為
の
共
同
正
犯
が
成
立
す
る
〕。

こ
れ
に
対
し
て
、
共
同
の
作
為
義
務
も
共
同
の
行
為
支
配
も
な
い
か
ら
共
同
正
犯
は
成
立
せ
ず
、
非
保
障
人
は
作
為
の
正
犯
、
保
障
人
は
不
作
為
の
正
犯

と
理
解
す
る
の
が
、V

.
K
rey
,
(F
n
.
1),
R
n 389a

.

ロ
ク
ス
イ
ー
ン
（R

o
xin
,
(F
n
.
1),

31 R
n 174

）
は
、
作
為
犯
も
不
作
為
犯
も
「
義
務
犯
」
の
場
合

に
共
同
正
犯
の
成
立
を
限
定
す
る
。
例
え
ば
、
刑
務
官
甲
と
刑
務
官
乙
が
意
思
を
連
絡
し
て
受
刑
者
の
逃
亡
を
可
能
に
す
る
た
め
、
甲
が
当
該
受
刑
者
に
居

室
の
鍵
を
渡
し
、
乙
が
外
に
通
じ
る
扉
の
錠
を
閉
め
な
い
で
お
く
場
合
。
飲
食
店
主
が
客
甲
が
他
の
客
乙
に
暴
行
を
加
え
て
い
る
の
を
黙
認
す
る
と
き
、
飲

食
店
主
は
不
作
為
の
正
犯
で
あ
る
が
、
甲
の
作
為
正
犯
と
共
同
正
犯
に
は
な
ら
な
い
。

（
17
）S

tra
ten
w
erth
,
(F
n
.
3),

15 R
n 10.

こ
れ
に
対
し
て
、
曽
根
（
注
９
）
四
一
九
頁
は
、
妻
と
夫
の
間
に
共
謀
が
あ
っ
て
も
、
不
作
為
に
と
ど
ま
る
夫
に

は
幇
助
し
か
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
。

（
18
）A

rm
in
.
K
a
u
fm
a
n
n
,
D
ie D
o
g
m
a
tik d

er U
n
terla

ssu
n
g
sd
elik
te,
1959,

190 ff.,
317.;

H
.
W
elzel,

D
a
s D
eu
tsch
e S
tra
frech

t,
11.
A
u
fl.,

1969,206 f.

カ
ウ
フ
マ
ン
説
と
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
説
の
詳
細
な
紹
介
・
検
討
し
た
も
の
に
、
神
山
敏
雄
「
不
作
為
を
め
ぐ
る
共
犯
」
刑
法
雑
誌
一
八
巻
一＝

二

号
一
頁
以
下
。

（
19
）W

.
S
tree,

T
eiln
a
h
m
e a
m
 
U
n
terla

ssu
n
g
sd
elik
t,
G
A
 
1963,

1 ff.;
R
u
d
o
lp
h
i,
(F
n
.
4),
V
o
r
13 R

n 45.;
S
tra
ten
w
erth
,
(F
n
.
1),

14 R
n

 
19.;
R
o
xin
,
(F
n
.
1),

26 R
n 170 f.

u
.
284.;

(F
n
.
8),
C
ra
m
er
/
H
ein
e,
V
o
rb
em

25 ff.
R
n 100.

（
20
）B

G
H
 
N
S
tZ 1998,

83

〔
救
助
を
し
な
い
決
意
を
し
て
い
る
保
障
人
に
、
助
け
な
い
方
が
い
い
、
ど
っ
ち
道
警
察
が
来
る
か
ら
と
言
っ
て
そ
の
決
意
を
強

め
た
一
緒
に
い
た
非
保
障
人
〕。P
.
N
o
ll,
S
.
T
rech
sel,
S
ch
w
eizerisch

es S
tra
frech

t A
T
 
I,
4.
A
u
fl.,
1994,

233.;
D
o
n
a
tsch
/
T
a
g
,
(F
n
.
10),

318.;
S
tra
ten
w
erth
,
(F
n
.
3),

15 R
n 12.;

Jesch
eck
/
W
eig
en
d
,
(F
n
.
1),

60 III 1 .;
B
a
u
m
a
n
n
/
W
eb
er
/
M
itsch

,
(F
n
.
2),

31 R
n 23.;

K
u
h
l,

(F
n
.
1),

20 R
n 271.;

W
eig
en
d
,
(F
n
.
7),

13 R
n 86.;

K
rey
,
(F
n
.
1),
R
n 388 u

.
389.

齋
藤
誠
二
「
不
作
為
犯
と
共
犯
」L

a
w
 
S
ch
o
o
l

二
巻
一

一
号
（
一
九
七
九
年
）
一
三
頁
以
下
、
二
九
頁
以
下
。
大
塚
（
注
10
）
二
七
〇
頁
、
二
七
八
頁
。

（
21
）
次
の
諸
判
決
は
不
作
為
に
よ
る
幇
助
罪
の
成
立
を
否
定
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
そ
も
そ
も
保
障
人
義
務
が
否
定
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

①
福
岡
高
判
昭
和
二
五
年
八
月
一
日
高
裁
刑
判
特
一
二
巻
一
二
二
頁
〔
貸
与
し
た
自
己
所
有
の
船
が
密
輸
に
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
後
で
気
づ
い
た
が
放
置

し
た
船
主
に
つ
い
て
、「
密
輸
の
事
実
を
知
っ
た
後
積
極
的
に
そ
の
犯
罪
遂
行
に
協
力
幇
助
し
た
事
実
は
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
」と
し
て
、
密
輸
幇
助
罪

は
成
立
し
な
い
〕。

②
名
古
屋
高
判
昭
和
三
一
年
二
月
一
〇
日
〔
社
長
か
ら
、
苦
境
打
開
の
た
め
保
険
金
騙
取
目
的
で
放
火
す
る
決
意
を
も
ら
さ
れ
、
一
応
は
反
対
し
た
が
、
放
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火
を
断
念
さ
せ
る
努
力
を
し
な
か
っ
た
取
締
役
に
つ
い
て
、
放
火
切
迫
の
場
面
に
遭
遇
し
な
が
ら
放
置
し
た
わ
け
で
は
な
く
、「
決
意
を
打
ち
明
け
ら
れ
た
に

止
り
、
具
体
的
に
何
時
如
何
な
る
方
法
で
放
火
す
る
か
、
或
は
、
放
火
そ
の
も
の
を
決
行
す
る
か
ど
う
か
も
定
か
で
な
い
場
合
に
ま
で
、
被
告
人
等
に
こ
れ

を
阻
止
す
べ
き
法
律
上
の
義
務
を
認
め
る
の
は
、
無
理
で
あ
り
、
こ
れ
を
阻
止
す
る
方
法
が
な
い
」
の
で
、
放
火
罪
の
不
作
為
に
よ
る
幇
助
犯
は
成
立
し
な

い
〕。

③
大
阪
高
判
平
成
二
年
一
月
二
三
日
高
刑
集
四
三
巻
一
号
一
頁
〔
料
理
店
を
開
店
し
、
そ
の
客
室
を
売
春
の
場
に
提
供
し
よ
う
と
企
て
て
い
た
者
の
依
頼
に

よ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
事
情
を
知
ら
な
い
ま
ま
に
同
店
に
関
す
る
料
理
店
営
業
及
び
飲
食
店
営
業
の
各
許
可
に
つ
い
て
名
義
貸
し
を
行
い
、
後
に
売
春
の
場

所
提
供
が
行
な
わ
れ
て
い
る
実
態
を
知
り
な
が
ら
こ
れ
を
放
置
し
た
者
に
つ
い
て
、
名
義
貸
し
と
い
う
先
行
行
為
と
他
人
の
売
春
場
所
提
供
に
は
関
連
が
乏

し
く
、
前
者
を
根
拠
と
し
て
他
人
の
正
犯
行
為
を
防
止
す
る
作
為
義
務
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
不
作
為
に
よ
る
売
春
防
止
法
違
反
の
幇
助
犯
は

成
立
し
な
い
。
第
一
審
判
決
は
売
春
防
止
法
第
一
一
条
第
二
項
違
反
罪
（
業
務
上
売
春
場
所
提
供
罪
）
の
幇
助
犯
を
認
め
た
〕。

④
東
京
高
判
平
成
一
一
年
一
月
二
九
日
判
時
一
六
八
三
号
一
五
三
頁
〔
自
己
の
従
事
す
る
ゲ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
主
任
の
甲
は
、
実
際
上
同
等
の
立
場
に
あ
っ
た

店
員
乙
か
ら
、
同
店
と
関
係
す
る
パ
チ
ン
コ
店
の
集
金
人
へ
の
強
盗
計
画
を
打
ち
明
け
ら
れ
、
困
惑
し
、「
止
め
た
方
が
良
い
よ
」と
い
さ
め
た
が
、「
甲
ち
ゃ

ん
に
は
関
係
な
い
か
ら
」
と
言
わ
れ
、「
関
係
な
い
な
ら
良
い
で
す
」
と
答
え
、
放
置
し
た
と
こ
ろ
、
乙
は
実
際
に
強
盗
を
働
き
人
を
負
傷
さ
せ
た
と
い
う
事

案
で
、
不
作
為
が
幇
助
に
当
た
る
と
い
う
た
め
に
必
要
な
作
為
義
務
は
、
正
犯
者
の
犯
罪
に
よ
る
被
害
法
益
を
保
護
す
べ
き
義
務
（
保
護
義
務
）
に
基
づ
く

場
合
と
、
正
犯
者
の
犯
罪
実
行
を
直
接
防
止
す
べ
き
義
務
（
阻
止
義
務
）
に
基
づ
く
場
合
が
考
え
ら
れ
る
が
、
本
件
に
お
い
て
は
、
甲
に
は
、
他
店
保
管
の

売
上
金
を
守
る
義
務
も
な
く
、
乙
を
監
督
し
そ
の
犯
行
を
阻
止
す
べ
き
義
務
も
な
い
と
し
て
、
不
作
為
に
よ
る
幇
助
犯
は
成
立
し
な
い
。
第
一
審
判
決
は
甲

を
強
盗
致
傷
罪
の
幇
助
犯
と
認
め
た
〕。不
作
為
に
よ
る
幇
助
を
認
め
る
た
め
の
前
提
と
な
る
義
務
を
保
護
義
務
と
阻
止
義
務
に
分
け
て
各
別
に
検
討
し
て
い

る
と
こ
ろ
本
判
決
の
特
徴
が
あ
る
。

（
22
）
ド
イ
ツ
の
類
似
事
例
と
し
て
、B

G
H
 
N
S
tZ 1985,

24

〔
危
険
な
身
体
傷
害
に
関
与
し
、
続
い
て
他
の
共
犯
者
に
よ
る
被
害
者
の
故
意
の
殺
害
を
回
避
し

な
か
っ
た
被
告
人
に
不
作
為
に
よ
る
故
殺
幇
助
が
成
立
す
る
か
否
か
が
争
わ
れ
た
事
案
で
次
の
よ
う
に
判
示
さ
れ
た
。「
故
殺
の
幇
助
は
義
務
違
反
の
不
作
為

に
よ
っ
て
も
可
能
で
あ
り
、
そ
の
際
、
結
果
回
避
義
務
を
基
礎
付
け
る
幇
助
者
の
保
障
人
の
地
位
は
、
複
数
の
者
に
よ
っ
て
共
同
で
行
な
わ
れ
た
違
法
な
身

体
傷
害
か
ら
発
生
し
う
る
。
被
害
者
に
生
じ
て
い
る
生
命
の
危
険
が
先
行
し
た
犯
罪
行
為
に
関
与
し
た
幇
助
者
の
他
で
も
な
く
そ
の
方
法
、
範
囲
か
ら
発
生

し
て
い
る
か
否
か
は
関
係
が
な
い
。
さ
ら
に
、
被
害
者
の
生
命
へ
の
危
険
が
被
害
者
に
加
え
ら
れ
た
傷
害
か
ら
直
接
生
じ
て
い
る
こ
と
も
必
要
で
な
い
。
被

害
者
へ
の
生
命
の
危
険
は
当
該
傷
害
か
ら
間
接
的
に
生
じ
て
お
れ
ば
そ
れ
で
十
分
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
被
害
者
が
傷
害
を
負
っ
て
い
る
と
い
う
状
態
か
ら
、

他
の
因
果
連
鎖
が
致
死
的
影
響
を
有
し
う
る
、
例
え
ば
、
負
傷
者
が
助
け
を
要
す
る
状
態
で
車
道
に
横
た
わ
っ
て
お
り
、
自
動
車
で
轢
か
れ
そ
う
に
な
る
と
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い
う
結
果
が
生
じ
う
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
、
外
か
ら
襲
来
し
て
死
因
と
成
り
う
る
も
の
の
影
響
を
幇
助
者
は
回
避
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

り
、
こ
う
い
っ
た
死
因
は
そ
れ
ど
こ
ろ
か
被
害
者
へ
の
第
三
者
か
ら
の
故
意
の
攻
撃
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
、
特
に
、
攻
撃
が
｜
本
件
の

よ
う
に
｜
先
行
し
た
共
同
の
身
体
傷
害
の
共
同
正
犯
者
の
一
人
に
よ
っ
て
実
行
さ
れ
た
の
だ
が
｜
い
わ
ば
こ
の
共
同
の
身
体
傷
害
の
影
響
が
残
っ
て
い
る
う

ち
に
｜
予
期
で
き
た
場
合
に
云
え
る
」〕

（
23
）
大
塚
（
注
10
）
二
七
七
頁
。
内
藤
謙
（
注
15
）
一
四
四
四
頁
以
下
。

（
24
）
堀
内
捷
三
『
刑
法
総
論
（
第
二
版
）』
二
〇
〇
四
年
・
二
九
五
頁
以
下
。
参
照
、
林
幹
人
『
刑
法
総
論
（
第
二
版
）』
二
〇
〇
八
年
・
四
三
八
頁
。
山
口
厚
『
刑

法
総
論
（
第
二
版
）』
二
〇
〇
七
年
・
三
六
一
頁
以
下
。

（
25
）
中
義
勝
『
講
述
刑
法
総
論
』
一
九
八
〇
年
・
二
六
六
頁
。
同
「
不
作
為
に
よ
る
共
犯
」
刑
法
雑
誌
二
七
巻
四
号
（
一
九
八
七
年
）
一
頁
以
下
。
同
「
わ
が
判

例
と
不
作
為
に
よ
る
幇
助
」
関
西
大
学
法
学
論
集
第
三
六
巻
三
・
四
・
五
号
（
一
九
八
六
年
）
四
九
三
頁
以
下
。

（
26
）
西
田
典
之
『
刑
法
総
論
』
二
〇
〇
六
年
・
三
三
九
頁
以
下
。
同
「
不
作
為
に
よ
る
犯
罪
へ
の
関
与
に
つ
い
て
」（『
神
山
敏
雄
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
第
一
巻
』

二
〇
〇
六
年
所
収
・
四
二
三
頁
以
下
）
四
三
九
頁
以
下
。

（
27
）B

a
u
m
a
n
n
/
W
eb
er
/
M
itsch

,
(F
n
.
2),

29 R
n 61,

72.;
G
.
A
rzt,
Z
u
r G
a
ra
n
ten
stellu

n
g b
eim
 
u
n
ech
ten U

n
terla

ssu
n
g
sd
elik
t
(1.
T
eil),

JA
 
1980,

553 ff.

ド
イ
ツ
連
邦
通
常
裁
判
所
の
主
観
説
判
例
と
し
て
は
、B

G
H
S
t 13,

162

〔
被
告
人
は
、
自
殺
の
意
思
で
水
辺
に
腰
を
下
ろ
し
て
い
る
姑
か
ら
、
自
分
を

突
き
落
と
し
て
く
れ
る
よ
う
に
頼
ま
れ
た
が
、
こ
れ
に
応
じ
な
い
で
い
る
う
ち
に
姑
は
水
中
に
落
ち
て
溺
死
し
た
。
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
被
告
人
の
保
障

人
の
地
位
を
認
定
し
た
上
で
、「
姑
の
死
に
至
る
、
姑
自
身
に
よ
っ
て
招
来
さ
れ
た
事
象
を
支
配
す
る
意
思
が
な
か
っ
た
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
被
告
人
に
は

正
犯
者
意
思
が
欠
け
て
い
た
」
と
判
示
し
て
、
不
作
為
に
よ
る
嘱
託
殺
人
を
認
め
た
原
判
決
を
破
棄
し
た
〕。B

G
H
 
N
JW
 
1966,

1763

〔
被
告
人
で
あ
る

女
性
飲
食
店
主
は
、
男
性
客
が
ダ
ン
ス
の
誘
い
を
断
っ
た
女
性
の
頭
髪
を
切
る
の
を
黙
過
し
た
。
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
飲
食
店
主
の
保
障
人
の
地
位
を
認

定
し
た
上
で
、「
飲
食
店
主
が
四
人
の
男
性
犯
行
者
の
振
る
舞
い
を
容
認
し
、こ
の
者
た
ち
と
一
体
化
し
て
い
る
こ
と
は
、男
性
客
ら
の
振
る
舞
い
を
面
白
が
っ

て
い
た
よ
う
に
見
え
た
こ
と
か
ら
い
え
る
」
と
判
示
し
た
〕。B

G
H
 
S
tV
 
1986,

59

〔
保
障
人
が
他
人
の
殺
人
行
為
を
傍
観
し
て
い
た
と
い
う
事
案
で
、
連

邦
通
常
裁
判
は
、「
介
入
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
幇
助
犯
故
意
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
た
の
か
、
正
犯
者
故
意
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
た
」の
か
が
問
題
で
あ

り
、
決
定
的
な
の
は
「
他
人
の
作
為
行
為
に
対
す
る
不
作
為
者
の
内
的
態
度
で
あ
る
」、「
笑
い
な
が
ら
」
傍
観
す
る
態
度
は
正
犯
者
故
意
を
表
し
て
い
る
と

判
示
し
た
〕。B

G
H
 
N
S
tZ 1992,31

〔「
不
作
為
者
の
内
的
態
度
が
…
…
｜
特
に
、
回
避
さ
れ
る
べ
き
行
為
結
果
へ
の
関
心
ゆ
え
に
｜
…
…
正
犯
者
意
思
の

現
れ
と
見
ら
れ
う
る
か
、
又
は
、
不
作
為
者
の
内
的
態
度
の
特
徴
と
し
て
、
不
作
為
者
が
作
為
行
為
者
に
…
…
意
思
に
お
い
て
服
従
し
て
お
り
、
事
象
を
内
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的
関
与
な
し
に
且
つ
関
心
な
し
に
…
…
単
な
る
幇
助
者
意
思
の
意
味
で
進
行
さ
せ
た
に
過
ぎ
な
い
と
云
え
る
か
」
が
重
要
で
あ
る
〕。B

G
H
S
t 48,77

〔「
組

織
支
配
」
の
場
合
、
犯
行
現
場
か
ら
離
れ
る
ほ
ど
責
任
は
増
す
の
で
あ
る
か
ら
、
東
ド
イ
ツ
政
治
局
員
は
「
評
価
的
考
察
」
か
ら
す
る
と
東
ド
イ
ツ
国
境
で

の
殺
害
行
為
の
不
作
為
に
よ
る
正
犯
で
あ
る
〕。

（
28
）R

o
xin
,
(F
n
.
1),

31 R
n 132.;

K
u
h
l,
(F
n
.
1),

20 R
n 35.

（
29
）R

o
xin
,
(F
n
.
1),

31 R
n 137.

（
30
）R

o
xin
,
(F
n
.
1),

31 R
n 138.

さ
ら
に
、
主
観
説
は
不
作
為
の
単
独
犯
に
は
適
用
で
き
な
い
こ
と
も
指
摘
さ
れ
る
。
誤
っ
て
川
に
落
ち
た
子
を
救
助
し
な

い
で
溺
死
さ
せ
た
父
親
に
つ
い
て
は
、「
自
己
の
利
益
」の
有
無
を
問
題
に
す
る
ま
で
も
な
く
、
不
作
為
の
正
犯
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。R

o
xin
,

(F
n
.
3),
491.

（
31
）W

.
G
a
lla
s,
Z
u
r R
ev
isio
n d
es

330 c S
tG
B
,
JZ 1952,

396 ff.;
d
ers.,

S
tra
fb
a
res U

n
terla

ssen im
 
F
a
ll ein

er S
elb
stto
tu
n
g
,
JZ 1960,

649 ff.;
K
.
L
a
ck
n
er,
K
.
K
u
h
l,
S
tra
fg
esetzb

u
ch K

o
m
m
en
ta
r,
26.
A
u
fl.,
2007,

27 R
n 5.;

K
u
h
l,
(F
n
.
1),

20 R
n 230.

我
が
国
で
は
、

内
田
（
注
２
）
三
一
一
頁
「
そ
も
そ
も
、
不
作
為
の
『
存
在
論
的
特
徴
』
は
、『
幇
助
』
的
特
性
を
も
つ
も
の
」
で
あ
り
、「
た
と
え
ば
、
幼
児
を
溺
れ
さ
せ

た
自
然
的
条
件
が
、『
正
犯
』
的
存
在
で
あ
っ
て
、
救
助
に
で
な
い
親
の
不
作
為
は
、
こ
れ
を
支
援
す
る
『
幇
助
』
的
存
在
で
あ
る
」、
し
た
が
っ
て
、
通
常

は
、「
不
作
為
に
よ
る
加
担
は
『
幇
助
』
で
あ
る
」。

（
32
）Jesch

eck
/
W
eig
en
d
,
(F
n
.
1),

64 III 5.

（
33
）Jesch

eck
/
W
eig
en
d
,
(F
n
.
1),

64 III 5 696.

（
34
）W

.
G
a
lla
s,
B
eitra

g
e zu
r V
erb
rech

en
sleh
re,
1968,

188.

（
35
）R

u
d
o
lp
h
i,
(F
n
.
7),
V
o
r
13 R

n 40.;
R
o
xin
,
(F
n
.
1),

31 R
n 133,

152 ff.;
W
eig
en
d
,
(F
n
.
7),

13 R
n 90.

阿
部
純
二
「
不
作
為
に
よ
る
従

犯
（
中
）」
刑
法
雑
誌
一
八
巻
一＝

二
号
（
一
九
六
八
年
）
七
一
頁
以
下
、
七
五
頁
以
下
。

（
36
）R

o
xin
,
(F
n
.
1),

31 R
n 156.

（
37
）G

.
G
ru
n
w
a
ld
,
D
ie B
eteilig

u
n
g d
u
rch U

n
terla

ssen
,
G
A
 
1959,

116
119.;

R
o
xin
,
(F
n
.
1),

31 R
n 157.

ガ
ラ
ス
は
、
親
子
と
い
っ
た
緊
密
な
保
障
関
係
に
あ
る
場
合
、
自
分
の
子
が
殺
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
を
傍
観
す
る
親
の
不
作
為
は
、
親
子
と
い
っ
た

緊
密
な
保
障
関
係
が
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
例
外
的
に
正
犯
と
等
価
値
で
あ
る
と
論
ず
る
。G

a
lla
s,
(F
n
.
31.
S
tra
fb
a
res U

n
terla

ssen
),
687 A

n
m
.

69.

し
か
し
、
こ
れ
は
原
則
の
放
棄
に
等
し
く
、
又
、
例
外
の
範
囲
も
明
ら
か
で
な
い
。

（
38
）
神
山
・
前
掲
書
（
注
12
）
一
八
二
頁
以
下
。
同
「
不
作
為
を
め
ぐ
る
共
犯
の
新
様
相
」
現
代
刑
事
法
五
巻
九
号
（
二
〇
〇
三
年
）
四
五
頁
以
下
、
四
八
頁
。
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曽
根
（
注
９
）
四
一
三
頁
以
下
も
同
趣
旨
で
あ
る
が
、
広
義
の
排
他
的
支
配
（
不
作
為
者
が
正
犯
の
犯
行
を
制
止
す
る
こ
の
が
で
き
る
唯
一
の
人
）
は
不
真

正
不
作
為
犯
の
成
立
を
基
礎
付
け
る
要
件
で
は
あ
る
が
、
不
真
正
不
作
為
犯
の
正
犯
を
基
礎
付
け
る
た
め
に
は
狭
義
の
排
他
的
支
配
（
作
為
行
為
に
被
保
障

人
が
保
障
人
単
独
の
支
配
領
域
内
に
お
か
れ
た
）に
お
か
れ
た
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
こ
れ
を
規
範
論
的
に
考
察
す
る
と
、「
作
為
者
が
現
場
を
立
ち
去
っ
た

後
に
お
い
て
は
、
そ
こ
に
不
作
為
者
の
本
来
の
意
味
で
の
排
他
的
支
配
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
保
障
人
で
あ
る
不
作
為
者
に
対
し
て
、（
単
独
）正
犯

を
基
礎
付
け
る
第
一
次
的
な
規
範
命
令
が
発
せ
ら
れ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
論
ず
る
。

（
39
）
参
照
、
山
中
敬
一
「
不
作
為
に
よ
る
幇
助
」（『
齋
藤
誠
二
先
生
古
稀
記
念
・
刑
事
法
学
の
現
実
と
展
望
』（
二
〇
〇
三
年
）
所
収
）
三
五
四
頁
以
下
。

（
40
）H

.
S
ch
ro
d
er
,
S
ch
o
n
k
e /
S
ch
ro
d
er
,
S
tra
fg
esetzb

u
ch
.
K
o
m
m
en
ta
r,
17.
A
u
fl.,
1974,

v
o
r
47 R

n 105 ff.;
O
tto
,
(F
n
.
1),

21 R
n 45.;

R
.

D
.
H
erzb
erg
,
U
n
terla

ssu
n
g im
 
S
t ra
frech

t,
1972,

259 ff.;
C
ra
m
er
/
H
ein
e,
(F
n
.
8),
V
o
r 25 R

n 104 ff.;
G
ro
p
p
,
(F
n
.1),

10 R
n 151.;

W
.

S
tree,

S
ch
o
n
k
e /
S
ch
ro
d
er
,S
tra
fg
esetzb

u
ch
.K
o
m
m
en
ta
r,27. A

u
fl.,2006,

13 R
n 55.

松
宮
孝
明
（
注
13
）
二
七
三
頁
以
下
。
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー

説
に
つ
い
て
、
参
照
、
齋
藤
彰
子
「
不
作
為
の
共
同
正
犯
（
二
・
完
）」
法
学
論
叢
一
四
九
巻
五
号
（
二
〇
〇
一
年
）
二
五
頁
以
下
、
二
九
頁
以
下
。

類
似
の
見
解
に
シ
ュ
ー
ネ
マ
ン
説
が
あ
る
。B
.
S
ch
u
n
em
a
n
n
,
G
ru
n
d u
n
d G
ren
zen d

er u
n
ech
ten U

n
terla

ssu
n
g
sd
elik
te,
1971

〔
結
果
犯
に

お
い
て
、
結
果
を
正
犯
者
に
帰
属
す
る
上
で
決
定
的
な
こ
と
は
「
結
果
の
原
因
に
対
す
る
支
配
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
結
果
の
主
要
な
原
因
に
対
す
る
支
配
」

と
「
被
害
者
の
脆
弱
性
に
対
す
る
支
配
」
に
分
け
ら
れ
る
。
前
者
は
更
に
「
危
険
な
物
あ
る
い
は
危
険
な
業
務
に
対
す
る
支
配
」
と
「
危
険
な
人
物
に
対
す

る
支
配
」
に
分
け
ら
れ
る
。
被
害
者
に
身
体
的
、
精
神
的
欠
陥
等
が
認
め
ら
れ
る
「
被
害
者
の
脆
弱
性
に
対
す
る
支
配
」
の
場
合
、
こ
れ
に
基
づ
く
保
護
義

務
に
反
す
る
不
作
為
は
正
犯
を
根
拠
付
け
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
危
険
な
物
あ
る
い
は
危
険
な
業
務
に
対
す
る
支
配
」
の
場
合
、
こ
れ
に
基
づ
く
「
社
会
往

来
安
全
義
務
」
に
反
す
る
不
作
為
は
単
に
幇
助
犯
の
み
を
根
拠
付
け
、「
危
険
な
人
物
に
対
す
る
支
配
」
の
場
合
、
こ
れ
に
基
づ
く
「
監
視
義
務
」
に
反
す
る

不
作
為
は
、
作
為
行
為
者
が
刑
事
未
成
年
で
あ
る
か
否
か
に
よ
っ
て
、
不
作
為
に
よ
る
間
接
正
犯
か
、
不
作
為
に
よ
る
共
犯
（
教
唆
、
幇
助
）
を
根
拠
付
け

る
。
し
か
し
、
こ
の
説
に
対
し
て
、
夙
に
、
不
真
正
不
作
為
犯
に
お
い
て
重
要
な
こ
と
は
、
不
作
為
者
に
は
結
果
発
生
の
阻
止
が
可
能
で
あ
っ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
そ
れ
を
懈
怠
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
結
果
の
原
因
に
対
す
る
支
配
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
は
な
い
と
批
判
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
参
照
、

齋
藤
（
注
40
）
三
一
頁
以
下
。

（
41
）U

.
E
b
ert,
S
tra
frech

t A
T
,
2.
A
u
fl.,
1994,

175

﹇
父
親
が
そ
の
子
ど
も
の
第
三
者
に
よ
る
殺
害
を
故
意
に
防
止
し
な
い
と
き
、
保
護
保
障
人
と
し
て

の
父
親
は
作
為
に
よ
る
殺
人
罪
の
正
犯
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
父
親
が
そ
の
未
成
年
の
子
の
行
う
犯
行
を
故
意
に
阻
止
し
な
い
と
き
、
監
視
保
障
人
と

し
て
の
父
親
は
不
作
為
に
よ
る
幇
助
犯
で
あ
る
。
但
し
、
そ
の
子
が
責
任
無
能
力
の
場
合
、
父
親
が
不
作
為
に
よ
る
正
犯
で
あ
る
﹈。

（
42
）R

o
xin
,
(F
n
.
1),

31 R
n 160.
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（
43
）R

o
xin
,
(F
n
.
1),

31 R
n 161.;

W
eig
en
d
,
(F
n
.
7),

13 R
n 92.

（
44
）
山
中
敬
一
『
刑
法
総
論
（
第
二
版
）』
二
〇
〇
八
年
・
九
〇
七
頁
。

ほ
ぼ
同
旨
の
見
解
に
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ホ
イ
ザ
ー
の
説
が
あ
る
。E

.
S
ch
m
id
h
a
u
ser
,
S
tra
frech

t A
T
,
2.
A
u
fl.,
1984,

13.
K
a
p R
n 13 ff.

そ
れ
に
よ
る

と
、
不
作
為
者
が
危
険
な
人
（
幼
児
、
精
神
病
者
）
と
の
関
連
で
監
視
保
障
人
で
あ
る
場
合
、（
間
接
）
正
犯
が
成
立
す
る
が
、
支
配
領
域
と
の
関
連
で
監
視

保
障
人
で
あ
る
場
合
、
例
え
ば
、
自
分
の
印
刷
機
が
他
人
に
よ
っ
て
文
書
偽
造
に
利
用
さ
れ
る
の
を
阻
止
し
な
い
場
合
、
不
作
為
に
よ
る
文
書
偽
造
罪
の
幇

助
犯
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
不
作
為
者
が
被
害
者
と
の
関
係
で
保
護
保
障
人
で
あ
る
場
合
、
事
象
の
段
階
で
区
別
さ
れ
る
。
先
行
作
為
行
為
者
が
既
に

実
行
行
為
を
終
了
し
た
が
、
結
果
が
ま
だ
発
生
し
て
い
な
い
と
き
、
保
護
保
障
人
の
不
作
為
は
正
犯
で
あ
る
（
例
え
ば
、
他
人
に
突
き
飛
ば
さ
れ
て
池
に
転

落
し
た
妻
に
気
づ
き
な
が
ら
救
助
し
な
い
夫
）。
先
行
作
為
行
為
者
の
実
行
行
為
が
ま
だ
終
了
し
て
い
な
い
と
き
、
先
行
作
為
行
為
者
に
現
実
の
行
為
支
配
が

あ
る
か
ら
、
保
護
保
障
人
の
不
作
為
は
幇
助
犯
で
あ
る
（
例
え
ば
、
他
の
登
山
者
に
よ
っ
て
谷
底
に
突
き
飛
ば
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
妻
に
気
づ
き
な
が
ら

そ
の
犯
罪
行
為
を
阻
止
し
な
い
夫
）。

（
45
）
山
中
（
注
39
）。

島
田
聡
一
郎
「
不
作
為
に
よ
る
共
犯
に
つ
い
て
（
二
・
完
）」
立
教
法
学
六
五
号
（
二
〇
〇
四
年
）
二
五
三
頁
以
下
、
二
五
五
頁
以
下
も
、
次
の
よ
う
に
論

じ
て
、
結
論
的
に
は
保
障
人
義
務
内
容
二
分
説
と
同
一
の
結
論
を
導
く
。
危
険
創
出
行
為
（
一
般
に
言
う
先
行
行
為
。
先
行
行
為
に
過
失
の
必
要
性
を
否
定

す
る
と
こ
ろ
か
ら
こ
の
概
念
が
用
い
ら
れ
る
）、
危
険
源
管
理
義
務
違
反
の
み
を
根
拠
に
保
障
人
的
地
位
を
認
め
る
と
き
、
不
作
為
者
が
義
務
を
負
う
根
拠
は

専
ら
当
該
因
果
経
過
を
生
じ
さ
せ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
か
ら
、
不
作
為
者
は
、
そ
の
因
果
経
過
を
仮
に
当
初
か
ら
故
意
に
設
定
し
て
い
れ
ば
負
っ
た
で

あ
ろ
う
罪
責
を
超
え
た
罪
責
を
負
う
べ
き
で
な
い
。
共
犯
は
、
そ
も
そ
も
答
責
的
な
他
人
の
行
為
を
解
し
て
結
果
を
惹
起
す
る
存
在
で
あ
る
か
ら
、
間
接
的

危
険
創
出
行
為
に
基
づ
く
不
作
為
犯
の
成
否
を
考
え
る
場
合
に
、
故
意
有
責
な
行
為
、
つ
ま
り
、
自
律
的
決
定
に
基
づ
く
正
犯
行
為
が
介
在
し
て
い
る
と
き
、

不
作
為
単
独
正
犯
は
否
定
さ
れ
て
も
、
不
作
為
に
よ
る
共
犯
は
否
定
さ
れ
な
い
。
例
え
ば
、
甲
が
、
乙
に
折
り
た
た
み
ナ
イ
フ
を
貸
し
た
と
こ
ろ
、
思
い
も

か
け
ず
乙
が
そ
れ
を
用
い
て
丙
を
刺
突
す
る
と
い
う
場
合
、
答
責
性
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
不
作
為
者
は
単
独
正
犯
で
は
な
く
、
刺
突
行
為
の
不
阻
止
を
根

拠
と
す
る
不
作
為
に
よ
る
傷
害
致
死
あ
る
い
は
殺
人
の
共
犯
が
成
立
す
る
。
し
か
し
、
甲
は
、
刺
突
行
為
（
正
犯
行
為
）
終
了
後
の
救
助
義
務
ま
で
は
負
わ

な
い
。
以
上
の
論
理
は
、
危
険
源
管
理
義
務
違
反
が
問
題
と
な
る
場
合
に
も
妥
当
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
法
益
に
対
す
る
引
き
受
け
が
認
め
ら
れ
場
合（
法

益
保
護
義
務
）
に
は
、
保
障
人
は
、
結
果
へ
と
向
か
う
直
接
的
な
因
果
関
係
を
設
定
し
た
が
故
に
義
務
を
負
う
の
で
な
く
、
被
害
者
と
の
関
係
で
救
助
が
類

型
的
に
期
待
さ
れ
る
地
位
に
お
か
れ
て
い
る
が
故
に
義
務
を
負
う
の
で
あ
る
か
ら
、
作
為
正
犯
者
の
行
為
終
了
後
に
も
、
被
害
者
を
直
接
保
護
す
る
義
務
を

負
い
、
そ
の
違
反
は
不
作
為
単
独
犯
を
構
成
す
る
。
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本
説
は
、
危
険
創
出
行
為
、
危
険
源
管
理
義
務
に
後
続
し
て
自
律
的
決
定
に
基
づ
く
作
為
の
正
犯
行
為
が
介
入
す
る
と
き
、
不
作
為
者
は
正
犯
で
は
な
く
、

共
犯
に
と
ど
ま
る
と
す
る
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
論
者
の
依
拠
す
る
論
理
に
従
っ
て
も
、
作
為
正
犯
終
了
後
の
不
作
為
者
の
救
助
義
務
を
否

定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
仮
に
、
故
意
の
作
為
正
犯
行
為
が
介
在
す
る
こ
と
に
よ
り
、
不
作
為
者
に
は
共
犯
し
か

成
立
し
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
か
ら
、
作
為
正
犯
行
為
の
終
了
後
の
不
作
為
者
の
救
助
義
務
の
存
否
を
導
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
参

照
、
松
尾
誠
紀
「
作
為
犯
に
対
し
て
介
在
す
る
不
作
為
犯
（
五
）」
北
大
法
学
論
集
五
七
巻
四
号
（
二
〇
〇
六
年
）
八
五
頁
以
下
、
一
一
七
頁
。

そ
こ
で
、
松
尾
誠
紀
「
作
為
犯
に
対
し
て
介
在
す
る
不
作
為
（
六
・
完
）」
北
大
法
学
論
集
五
八
巻
四
号
（
二
〇
〇
七
年
）
一
頁
以
下
、
一
四
頁
以
下
は
、

次
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
法
益
保
護
義
務
・
危
険
源
管
理
監
督
義
務
の
区
別
に
か
か
わ
り
な
く
、
原
則
と
し
て
、
不
作
為
関
与
（
先
行
作
為
犯
後
の
後
行
不

作
為
犯
を
単
独
不
作
為
犯
、
不
作
為
共
犯
と
区
別
し
て
こ
の
概
念
が
用
い
ら
れ
る
）
に
つ
い
て
不
真
正
不
作
為
犯
の
成
立
を
否
定
す
る
。
刑
法
は
法
益
の
保

護
を
目
的
と
し
、
そ
の
目
的
の
達
成
の
た
め
に
事
前
に
犯
罪
行
為
を
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
益
侵
害
の
状
態
が
ゼ
ロ
で
あ
る
こ
と
を
維
持
す
る
よ
う

に
求
め
て
い
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
侵
害
ゼ
ロ
の
状
態
を
積
極
的
に
否
定
し
た
行
為
が
第
一
に
処
罰
の
対
象
と
な
る
べ
き
犯
罪
行
為
で
あ
る
。
不
作
為
関
与

の
場
合
、
当
該
法
益
侵
害
に
対
し
て
故
意
に
よ
り
そ
れ
を
惹
起
し
た
先
行
作
為
犯
が
存
在
し
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
が
最
も
非
難
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
て
、
法
益
主
体
に
既
に
何
ら
か
の
損
害
（
実
害
）
が
現
に
惹
起
さ
れ
て
い
る
状
況
で
は
、
い
か
な
る
救
助
行
為
を
し
て
も
法
益
侵
害
状
態
を
ゼ
ロ
に

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
つ
ま
り
、
刑
法
の
目
的
追
求
が
失
敗
し
た
状
態
に
あ
る
の
で
、
か
か
る
状
態
で
の
救
助
義
務
違
反
（
後
行
不
作
為
犯
）
に
対
し
て

先
行
作
為
犯
と
同
じ
無
価
値
評
価
を
与
え
る
べ
き
で
な
い
。
刑
法
は
あ
く
ま
で
法
益
侵
害
が
初
め
か
ら
ゼ
ロ
の
状
態
を
第
一
に
求
め
て
お
り
、
ゼ
ロ
で
な
く

な
っ
た
侵
害
状
態
を
ゼ
ロ
に
戻
す
こ
と
を
求
め
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ゼ
ロ
の
状
態
を
積
極
的
に
否
定
し
た
行
為
の
処
罰
を
重
視
す
べ
き
で
あ
り
、
そ

れ
と
同
等
の
評
価
を
後
行
不
作
為
犯
に
与
え
る
べ
き
で
な
い
。
例
え
ば
、
乙
が
丙
に
対
し
て
故
意
で
発
砲
し
た
後
、
瀕
死
の
重
傷
を
負
っ
た
丙
を
保
障
人
甲

が
発
見
し
な
が
ら
も
放
置
し
、
丙
が
死
亡
し
た
場
合
、
甲
に
不
作
為
に
よ
る
殺
人
既
遂
罪
は
成
立
し
な
い
。

本
説
は
、
先
行
作
為
犯
と
後
行
不
作
為
と
で
は
規
範
的
評
価
の
点
で
雲
泥
の
差
が
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
い
る
が
、
し
か
し
、
刑
法
は
、
作
為
者
の
先

行
行
為
の
後
で
は
、
ま
だ
完
全
に
は
侵
害
さ
れ
て
い
な
い
法
益
の
救
助
、
つ
ま
り
、
法
益
保
護
を
保
障
人
に
期
待
す
る
の
で
あ
る
。
保
障
人
の
結
果
発
生
の

回
避
義
務
と
い
う
の
は
ど
の
よ
う
に
被
害
者
に
危
険
が
発
生
し
た
の
か
と
は
関
係
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。
本
説
で
は
、
例
え
ば
、
競
技
場
の
警
備
員
が
、
何

者
か
が
仕
掛
け
た
時
限
爆
弾
を
発
見
し
た
も
の
の
、そ
れ
が
爆
発
す
れ
ば
死
傷
者
が
出
る
こ
と
を
予
見
し
な
が
ら
も
こ
れ
を
放
置
し
、結
果
的
に
爆
発
に
よ
っ

て
観
客
が
死
亡
し
た
と
い
う
場
合
、
後
行
不
作
為
犯
の
介
在
時
に
未
だ
危
険
が
顕
在
化
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
に
不
作
為
に
よ
る
殺
人
罪
の
成
立
を

肯
定
さ
れ
る
が（
一
八
頁
）、
同
じ
く
、
結
果
の
発
生
の
回
避
可
能
性
が
あ
る
の
に
、
上
記
の
例
で
は
殺
人
既
遂
罪
が
否
定
さ
れ
と
い
う
の
で
は
、
均
衡
を
失

し
て
い
る
と
云
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
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（
46
）
参
照
、
松
尾
（
注
45
（
五
号
））
九
七
頁
以
下
。

（
47
）
参
照
、
松
尾
（
注
45
（
五
号
））
一
〇
〇
頁
以
下
。

（
48
）G

.
Ja
k
o
b
s,
S
tra
frech

t A
T
,
2.
A
u
fl.,
1991,

29.
A
b
sch
n
.
R
n 101 ff.

参
照
、
齋
藤
（
注
14
）
三
五
頁
以
下
。

ヤ
コ
ブ
ス
の
保
障
人
義
務
内
容
二
分
説
の
基
礎
に
は
「
義
務
犯
」
論
が
あ
る
。「
義
務
犯
」
と
は
、
他
の
人
格
と
共
同
世
界
を
形
成
す
る
、
つ
ま
り
、
他
の

人
格
と
の
積
極
的
な
関
係
に
足
を
踏
み
入
れ
る
べ
き
「
積
極
的
義
務
」
に
違
反
す
る
「
制
度
的
管
轄
に
基
づ
く
犯
罪
」
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
、

「
支
配
犯
」
と
は
、
市
民
の
本
来
的
義
務
で
あ
る
「
消
極
的
義
務
（
他
の
人
格
を
侵
害
し
て
は
な
ら
な
い
）」
に
違
反
す
る
「
組
織
化
管
轄
に
基
づ
く
犯
罪
」

で
あ
る
。「
義
務
犯
」
で
は
、
社
会
に
お
い
て
重
要
性
を
有
す
る
制
度
の
維
持
と
い
う
観
点
か
ら
、
制
度
に
由
来
す
る
「
特
別
な
義
務
」
を
有
す
る
者
に
負
責

さ
れ
る
。
制
度
的
管
轄
を
有
し
て
い
る
者
、
つ
ま
り
、
被
害
法
益
と
の
制
度
的
結
び
つ
き
を
侵
害
し
た
者
が
正
犯
で
あ
る
。「
特
別
の
義
務
」は
一
身
専
属
的

で
あ
っ
て
、「
量
」
は
問
題
と
な
ら
ず
、
こ
れ
に
違
反
す
る
者
は
常
に
正
犯
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
支
配
犯
」
で
は
、
組
織
化
（
管
理
や
権
限
が
自
分

だ
け
に
帰
属
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
の
排
他
的
支
配
）
自
由
と
結
果
責
任
の
引
き
換
え
と
い
う
観
点
か
ら
、
結
果
に
つ
い
て
自
由
な
組
織
化
を
為
し
た
者
に

負
責
さ
れ
る
。

組
織
化
管
轄
を
有
し
て
い
る
者
が
正
犯
で
あ
る
。「
支
配
犯
」
で
は
「
誰
の
組
織
化
自
由
か
ら
生
じ
た
結
果
な
の
か
」
と
い
う
こ
と
だ
け
で

な
く
、
行
為
者
の
組
織
化
と
侵
害
経
過
を
結
び
つ
け
る
過
程
を
誰
か
が
組
織
化
し
て
い
た
こ
と
、
つ
ま
り
、
組
織
化
の
「
量
」
も
問
題
と
な
る
の
で
、
正
犯

と
共
犯
の
区
別
が
可
能
で
あ
る
。

義
務
犯
に
お
け
る
積
極
的
義
務
は
命
令
ば
か
り
で
な
く
、
禁
止
も
包
含
す
る
の
で
、
不
作
為
ば
か
り
で
な
く
、
作
為
に
よ
っ
て
も
侵
害
さ
れ
う
る
。
同
様

に
、
支
配
犯
に
お
け
る
消
極
的
義
務
は
禁
止
ば
か
り
で
な
く
、
命
令
も
包
含
す
る
の
で
、
作
為
ば
か
り
で
な
く
、
不
作
為
に
よ
っ
て
も
侵
害
さ
れ
う
る
。
ヤ

コ
プ
ス
の
「
義
務
犯
」
論
に
つ
い
て
、
参
照
、
平
山
幹
子
『
不
作
為
犯
と
正
犯
原
理
』
二
〇
〇
五
年
・
一
三
二
頁
以
下
。

（
49
）R

o
xin
,
(F
n
.
1),

31 R
n 165.

齋
藤
（
注
14
）
三
六
頁
。

（
50
）M

a
u
ra
ch
/
G
o
ssel /

Z
ip
f
,
(F
n
.
2),

47 V
 
R
n 111,

49 IV
 
R
n 85 ff.

50 IV
 
R
n 72.;

J.
W
essels,

W
.
B
eu
lk
e,
S
tra
frech

t A
T
,
39.
A
u
fl.,

2009,
R
n 517 u

.
734.

ド
イ
ツ
連
邦
通
常
裁
判
所
の
行
為
支
配
説
判
例
と
し
て
は
、B

G
H
S
t 2,150

〔
首
吊
り
を
し
、
意
識
を
失
っ
て
い
る
が
、
ま
だ
救
命
で
き
る
夫
を
故
意
に

そ
の
ま
ま
の
状
態
に
し
て
お
い
た
妻
は
不
作
為
に
よ
る
正
犯
で
あ
る
。
救
助
義
務
者
と
い
う
の
は
普
通
、「
状
況
を
完
全
に
支
配
し
て
い
る
、
そ
う
で
な
く
と

も
状
況
を
大
部
分
支
配
」
し
て
お
り
、「
介
入
す
る
こ
と
で
状
況
の
決
定
的
転
換
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
」。
行
為
を
自
分
の
も
の
と
は
し

た
く
な
い
と
い
う
留
保
に
よ
っ
て
、
幇
助
犯
故
意
が
基
礎
付
け
ら
れ
も
の
で
は
な
い
、「
な
ぜ
な
ら
、
幇
助
犯
故
意
の
法
的
要
件
、
つ
ま
り
、
他
人
の
正
犯
意

思
に
服
す
る
と
い
う
こ
と
は
…
…
義
務
者
の
状
況
支
配
に
鑑
み
意
味
を
有
し
な
い
」
か
ら
で
あ
る
〕。B

G
H
 
M
D
R 1960,939

〔
婚
約
者
（
男
）
が
首
吊
り
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を
し
、
意
識
喪
失
状
態
の
と
き
、
他
の
婚
約
者
（
女
）
だ
け
が
が
完
全
な
行
為
支
配
を
有
し
て
い
た
か
ら
、
不
作
為
に
よ
る
殺
人
罪
の
正
犯
が
成
立
す
る
〕。

B
G
H
S
t 32,367

〔
意
識
喪
失
状
態
に
あ
る
自
殺
患
者
を
そ
の
自
殺
の
決
断
を
尊
重
し
て
死
ぬ
に
任
せ
た
医
師
の
事
案
に
つ
い
て
、「
自
殺
者
が
事
象
に
影
響

を
及
ぼ
す
事
実
的
可
能
性
（
行
為
支
配
）
を
最
終
的
に
失
っ
た
と
き
、
…
…
死
の
発
生
は
今
や
保
障
人
の
行
動
に
依
存
す
る
」。
保
障
人
は
「
行
為
支
配
を
有

し
、
そ
し
て
、
そ
れ
か
ら
の
推
移
が
専
ら
自
分
の
判
断
に
か
か
る
こ
と
を
受
け
入
れ
る
と
き
、
正
犯
者
意
思
も
有
す
る
」。
な
お
、
こ
こ
に
正
犯
者
意
思
と
は

行
為
支
配
の
意
識
を
意
味
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
る
〕

（
51
）
但
し
、
マ
オ
ラ
ッ
ハ
ら
は
、
本
文
と
同
種
の
事
案
の
ド
イ
ツ
連
邦
裁
判
所
の
事
例
（B

G
H
 
N
JW
 
1966,

1763

）
は
不
作
為
に
よ
る
幇
助
で
あ
る
と
論
ず

る
。
飲
食
店
主
に
は
男
性
客
の
傷
害
行
為
に
分
業
的
協
働
も
な
い
し
、
必
要
的
意
思
の
連
結
も
な
い
か
ら
で
あ
る
と
。M

a
u
ra
ch
/
G
o
ssel /

Z
ip
f
,
(F
n
.
2),

49 IV
 
R
n 89.

（
52
）R

o
xin
,
(F
n
.
1),

31 V
II R
n 133.;

G
.
F
reu
n
d
,
S
tra
frech

t A
T
,
2.
A
u
fl.,
2009,

10 R
n 48.;

B
a
u
m
a
n
n
/
W
eb
er
/
M
itsch

,
(F
n
.
2),

29
 

R
n 58.

（
53
）W

eig
en
d
,
(F
n
.
7),

13 R
n 94.

（
54
）W

eig
en
d
,
(F
n
.
7),

13 R
n 95 u

.
F
n
.
302.

第
三
者
の
攻
撃
が
既
に
最
終
的
に
終
了
し
、
そ
の
結
果
を
阻
止
す
る
こ
と
だ
け
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
場

合
、
例
え
ば
、
父
親
が
第
三
者
の
攻
撃
に
よ
っ
て
重
傷
を
負
っ
た
息
子
を
救
助
し
な
い
場
合
、
保
障
人
が
不
作
為
に
よ
る
正
犯
で
あ
る
。

（
55
）
内
田
文
昭
「
不
作
為
の
幇
助
」
判
タ
七
六
六
号
（
一
九
九
一
年
）
八
七
頁
以
下
、
内
田
（
注
２
）
六
六
九
頁
以
下
。

斎
藤
信
治
「
不
真
正
不
作
為
犯
と
作
為
義
務
の
統
一
的
根
拠
そ
の
他
」
法
学
新
報
一
一
二
巻
一
一＝

一
二
号
（
二
〇
〇
六
年
）
二
四
五
頁
以
下
、
二
九
三

頁
以
下
は
、
法
益
侵
害
的
な
行
動
に
作
為
で
加
功
し
た
者
と
不
作
為
で
加
功
し
た
者
と
が
い
る
場
合
、
原
則
的
に
は
前
者
が
正
犯
、
後
者
が
幇
助
犯
で
あ
る

が
、「
わ
が
児
を
殺
そ
う
と
し
て
い
る
児
童
を
格
別
恐
れ
も
感
ぜ
ず
簡
単
に
追
っ
払
え
る
の
に
敢
え
て
座
視
し
た
場
合
と
か
（〔
狭
義
の
〕
保
護
義
務
違
反
）、

わ
が
児
が
幼
児
を
死
な
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
を
容
易
に
阻
止
で
き
る
の
に
放
置
し
た
場
合
と
か
（
い
わ
ば
阻
止
義
務
違
反
）
は
、
不
作
為
者
で
も
社
会
的
・

規
範
的
に
は
主
役
で
あ
っ
て
正
犯
と
さ
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
か
ろ
う
（
間
接
正
犯
が
成
立
す
る
と
も
解
し
う
る
）。」
と
論
ず
る
。
同
『
刑
法
総
論
（
第
六
版
）』

二
〇
〇
八
年
・
二
六
四
頁
も
参
照
。

（
56
）R

o
xin
,
(F
n
.
3),
464 f.

阿
部
純
二
「
不
作
為
に
よ
る
従
犯
（
上
）」
刑
法
雑
誌
一
七
巻
三＝

四
号
（
一
九
六
七
年
）
一
頁
以
下
、
一
三
頁
。

（
57
）R
u
d
o
lp
h
i,
(F
n
.
7),
V
o
r
13 R

n 37.

（
58
）R
u
d
o
lp
h
i,
(F
n
.
7),
V
o
r
13 R

n 40.

ロ
ク
ス
イ
ー
ン
は
そ
の
説
く
「
義
務
犯
」
論
か
ら
基
礎
付
け
る
。
ロ
ク
ス
イ
ー
ン
に
よ
れ
ば
、
正
犯
と
は
具
体
的
な
行
為
事
象
の
中
心
形
態
で
あ
る
が
、
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中
心
形
態
は
あ
ら
ゆ
る
犯
罪
に
共
通
の
規
準
で
把
握
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
ほ
と
ん
ど
の
犯
罪
で
は
、「
行
為
支
配
」が
規
準
と
な
り
、
構
成
要
件
に
書
か

れ
た
事
象
を
支
配
し
た
者
が
正
犯
で
あ
る
。
し
か
し
、「
行
為
支
配
」を
有
し
て
い
て
も
正
犯
と
は
な
ら
な
い
犯
罪
が
あ
る
。
特
別
な
正
犯
資
格
を
伴
う
構
成

要
件
に
あ
っ
て
は
、
犯
罪
行
為
の
中
心
形
態
を
成
す
の
は
、
正
犯
行
為
の
外
部
的
行
為
で
は
な
く
、
行
為
者
に
よ
っ
て
請
け
負
わ
さ
れ
た
社
会
的
役
割
で
あ

る
。
そ
の
よ
う
な
犯
罪
が
義
務
犯
（P

flich
td
elik
t

）と
呼
ば
れ
る
。
義
務
犯
い
う
の
は
、
構
成
要
件
に
前
置
さ
れ
る
刑
法
外
の
特
別
義
務
を
侵
害
す
る
者
だ

け
が
正
犯
と
な
り
う
る
よ
う
な
構
成
要
件
で
あ
る
。
例
え
ば
、
供
述
強
要
罪
（
刑
法
第
三
四
三
条
）
で
は
、
非
公
務
員
が
公
務
員
に
供
述
を
強
要
し
た
場
合
、

当
該
公
務
員
は
「
行
為
支
配
」
を
有
し
て
い
る
が
、
正
犯
と
は
な
ら
な
い
。
供
述
強
要
罪
の
正
犯
要
件
は
、
公
務
員
と
し
て
の
身
分
で
は
な
く
、
公
務
員
に

与
え
ら
れ
て
い
る
適
切
な
取
調
べ
を
為
す
べ
き
刑
法
外
の
特
別
の
義
務
を
侵
害
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
義
務
犯
」に
お
け
る
可
罰
性
の
根
拠
が
行
為
者

に
負
わ
せ
ら
れ
た
社
会
的
役
割
の
侵
害
に
あ
る
以
上
、
義
務
の
侵
害
が
作
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
か
不
作
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
か
に
よ
っ
て
可
罰
性
に
変
化
が

生
ず
る
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
受
刑
者
を
逃
亡
さ
せ
る
意
図
で
、
刑
務
官
が
義
務
違
反
的
に
刑
務
所
の
扉
を
開
け
る
（
作
為
）
か
、
扉
を
閉
め
な
い
で

お
く
（
不
作
為
）
か
に
よ
っ
て
、
逃
走
援
助
罪
（
刑
法
三
四
七
条
）
の
成
否
が
左
右
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
不
作
為
犯
は
す
べ
て
義
務
犯

で
あ
る
。R

o
xin
,
(F
n
.
1),

25 R
n 25,

R
n 267 ff.,

31 R
n 140 ff.;

W
o
h
lers,

(F
n
.
9),

13 R
n 26.

ロ
ク
ス
イ
ー
ン
説
に
つ
い
て
、
参
照
、
平
山

（
注
48
）
一
二
三
頁
以
下
。

日
本
の
正
犯
説
に
、
齋
藤
（
注
20
）
二
二
頁
。
阿
部
純
二
「
不
作
為
に
よ
る
従
犯
に
関
す
る
最
近
の
判
例
に
つ
い
て
」
研
修
六
三
九
号
（
二
〇
〇
一
年
）

三
頁
以
下
。
井
田
良
『
講
義
刑
法
学
・
総
論
』
二
〇
〇
八
年
・
四
九
三
頁
。

（
59
）R

.
B
lo
y
,
A
n
stiftu

n
g d
u
rch U

n
terla

ssen
?
JA
 
1987,

490 ff.;
S
tra
ten
w
erth
,
(F
n
.
1),

14 R
n 7.;

d
ers.,

(F
n
.
3),

15 R
n 15.;

C
ra
m
er
/

H
ein
e,
(F
n
.
8),
V
o
rb
em

25 ff R
n 102.;

R
u
d
o
lp
h
i,
(F
n
.
7),
V
o
r
13 R

n 40.

従
属
性
の
観
点
か
ら
幇
助
説
を
展
開
す
る
の
が
ラ
ン
フ
ト
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
保
障
人
義
務
に
違
反
し
て
犯
罪
を
阻
止
し
な
い
と
い
う
不
作
為
は

作
為
正
犯
者
と
の
関
係
で
従
属
し
て
い
る
と
扱
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
そ
れ
故
、
幇
助
と
な
り
う
る
。
な
ぜ
な
ら
、
保
障
人
の
地
位
は
作
為
正
犯
者
の
故
意

に
依
存
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
自
分
の
子
に
襟
巻
き
を
持
っ
て
近
づ
く
母
親
が
そ
の
子
を
暖
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
絞
め
殺
そ
う
と
し
て

い
る
の
か
に
、
そ
の
子
の
父
親
の
介
入
義
務
は
依
存
す
る
。
さ
ら
に
、
ラ
ン
フ
ト
は
、
義
務
違
反
の
不
作
為
の
従
属
性
の
根
拠
と
し
て
正
犯
の
不
法
に
依
存

し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
自
分
の
未
成
年
の
子
が
第
三
者
に
攻
撃
し
て
い
る
と
き
、
そ
の
父
親
は
自
分
の
子
の
た
め
に
介
入
し
て
、
第
三
者
の
反
撃（
正

当
防
衛
行
為
）
を
阻
止
し
て
は
な
ら
な
い
。
父
親
が
介
入
し
な
い
と
い
う
不
作
為
の
「
客
観
的
義
務
違
反
」
は
正
当
防
衛
が
被
害
者
か
ら
父
親
に
「
及
ぶ
」

こ
と
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
第
三
者
の
傷
害
行
為
へ
の
不
処
罰
の
幇
助
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
正
当
化
事
由
が
及
ぶ
の

は
幇
助
に
相
応
し
て
お
り
、
同
時
正
犯
に
は
相
応
し
て
い
な
い
。O

.
R
a
n
ft,G

a
ra
n
tiep
flich

tw
id
rig
es U

n
terla

ssen d
er D
elik
tsh
in
d
eru
n
g
,Z
S
tW
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94,
1982,

815 ff.,
833,

839 f.

し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
ロ
ク
ス
イ
ー
ン
が
正
当
に
も
次
の
よ
う
に
批
判
す
る
。
先
ず
、
前
者
の
説
明
で
あ
る
が
、
こ
の
例
は
、
構
成
要
件
で
保
護

さ
れ
る
法
益
に
対
す
る
危
険
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、従
属
性
の
説
明
と
し
て
は
不
適
切
で
あ
る
。こ
う
い
っ

た
危
険
の
存
在
に
は
、
当
然
な
が
ら
、
作
為
者
の
目
的
設
定
が
重
要
で
あ
り
う
る
し
、
こ
の
者
に
対
す
る
対
応
措
置
が
採
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、

故
意
の
作
為
行
為
だ
け
が
問
題
と
な
る
の
で
は
な
く
、
当
然
の
こ
と
だ
が
、
母
親
の
過
失
殺
人
も
父
親
は
阻
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
父
親
が
母
親
の
行

為
を
黙
過
す
る
な
ら
、
父
親
が
不
作
為
に
よ
る
殺
人
の
正
犯
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
保
障
人
義
務
は
従
属
し
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
こ
の
事
情
は
幇
助
解
決

を
否
定
す
る
一
つ
の
論
拠
と
な
る
。
次
に
、
後
者
の
例
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
回
り
道
を
し
た
「
従
属
的
」
構
成
を
す
る
必
要
は
な
い
。
む
し
ろ
、
保
障

人
の
義
務
の
範
囲
が
初
め
か
ら
被
保
護
者
を
危
険
か
ら
守
る
と
こ
ろ
ま
で
及
ん
で
い
な
い
の
で
あ
り
、
被
保
護
者
は
法
律
上
危
険
を
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
後
に
な
っ
て
正
当
化
を
必
要
と
す
る
「
客
観
的
義
務
違
反
」
は
存
在
し
な
い
。R

o
xin
,
(F
n
.
51),
673 f.

参
照
、
松
生
光

正
「
不
作
為
に
よ
る
関
与
と
犯
罪
阻
止
義
務
」
刑
法
雑
誌
三
六
巻
一
号
（
一
九
九
六
年
）
一
四
二
頁
以
下
、
一
五
〇
頁
以
下
。

（
60
）R

o
xin
,
(F
n
.
3),
483 f.;

D
o
n
a
tsch
/
T
a
g
,
(F
n
.
19),
318.

（
61
）R

u
d
o
lp
h
i,
(F
n
.
7),
v
o
r
13 R

n 42.;
R
o
xin
,
(F
n
.
1),

31 R
n 144.

（
62
）W

eig
en
d
,
(F
n
.
7),

13 R
n 91.

（
63
）R

.
M
o
o
s,
W
ien
er K

o
m
m
en
ta
r zu
m
 
S
tra
fg
esetzb

u
ch
,
2.
A
u
fl.,
2002,

75 R
n 21.

ロ
ク
ス
イ
ー
ン
（R

o
xin
,
(F
n
.
1),

31 239

）
と
ヴ
ァ

イ
ゲ
ン
ト
（W

eig
en
d
,
(F
n
.
7),

13 R
n 98

）
は
、
不
作
為
の
行
為
無
価
値
の
方
が
作
為
の
行
為
無
価
値
よ
り
も
小
さ
い
こ
と
を
理
由
に
不
法
減
少
を
認

め
る
が
、
従
と
し
て
、
責
任
減
少
も
認
め
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
イ
エ
シ
ェ
ッ
ク
／
ヴ
ァ
イ
ゲ
ン
ト
（Jesch

eck
/
W
eig
en
d
,
(F
n
.
1),

58 V
 
1 610

）

は
、
不
作
為
者
の
方
が
法
敵
対
的
心
情
の
点
で
軽
い
こ
と
を
理
由
に
責
任
減
少
を
認
め
る
が
、
従
と
し
て
不
法
減
少
も
認
め
る
。V

g
l.
M
.
H
ilf
,,W
ien
er

 
K
o
m
m
en
ta
r zu
m
 
S
tra
fg
esetzb

u
ch
,
2.
A
u
fl.,
2005,

2 R
n 170.

ド
イ
ツ
刑
法
第
一
三
条
第
二
項
は
不
真
正
不
作
為
犯
の
刑
の
任
意
的
減
軽
を
認
め
て
い
る
し
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
第
三
四
条
第
一
項
五
号
も
不
真
正
不

作
為
犯
の
刑
の
必
要
的
減
軽
を
認
め
て
い
る
。

（
64
）グ
リ
ュ
ン
ヴ
ァ
ル
ト
は
、
作
為
に
よ
る
正
犯
と
作
為
に
よ
る
幇
助
と
は
、
作
為
に
よ
っ
て
事
象
へ
現
実
に
影
響
を
及
ぼ
す
が
、
不
作
為
に
よ
る
関
与
は
事
象

へ
の
現
実
的
影
響
に
欠
如
し
て
お
り
、
事
象
に
介
入
す
る
可
能
性
を
有
し
て
い
る
（
潜
在
的
関
係
）
と
こ
ろ
に
存
在
す
る
の
で
、
作
為
に
よ
る
正
犯
、
作
為

に
よ
る
幇
助
、
不
作
為
に
よ
る
共
犯
は
三
種
類
の
異
な
っ
た
関
与
形
式
で
あ
る
と
論
じ
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
不
作
為
に
よ
る
関
与
が
作
為

に
よ
る
幇
助
よ
り
も
重
く
評
価
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
論
ず
る
。
他
人
の
行
為
に
作
為
に
よ
る
幇
助
を
し
た
者
は
、
幇
助
行
為
後
、
結
果
の
回
避
可
能
性
を
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有
し
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
る
（
例
え
ば
、
凶
器
を
渡
し
た
者
は
正
犯
を
阻
止
す
る
、
被
害
者
に
警
告
す
る
、
あ
る
い
は
警
察
に
通
報
す
る
こ
と
に
よ
り
謀

殺
を
阻
止
で
き
る
）。
す
な
わ
ち
、
幇
助
行
為
に
は
不
作
為
犯
が
付
随
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
こ
の
付
随
す
る
不
作
為
は
危
険
を
創
出
す
る
先
行
行
為
に
基

づ
く
不
作
為
犯
に
相
当
す
る
も
の
の
、
故
意
に
よ
っ
て
危
険
を
創
出
し
て
い
る
点
で
通
常
の
先
行
行
為
と
は
区
別
さ
れ
、
し
か
も
、
故
意
が
な
い
場
合
よ
り

も「
重
い
」。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
付
随
す
る
不
作
為
が
、
犯
罪
評
価
に
当
た
っ
て
は
考
慮
さ
れ
な
い
。
付
随
す
る
不
作
為
犯
が
、
作
為
に

よ
る
幇
助
行
為
の
先
行
し
な
い
不
作
為
犯
よ
り
「
軽
い
」
わ
け
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
う
な
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
不
作
為
に
よ
る
関
与
は
、

無
価
値
の
程
度
に
お
い
て
、
作
為
に
よ
る
幇
助
よ
り
も
重
大
な
関
与
形
態
で
は
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
不
作
為
に
よ
る
関
与
は
、
幇
助
犯
に
対
し
て
適
用
さ

れ
る
刑
の
範
囲
に
基
づ
い
て
処
罰
さ
れ
る
。
作
為
犯
の
実
行
行
為
終
了
後
の
不
作
為
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。G

ru
n
w
a
ld
,(F
n
.37),113.

不
作
為
に
よ

る
幇
助
を
認
め
る
点
を
除
き
、
ほ
ぼ
同
旨
、
宮
澤
浩
一
「
不
作
為
に
よ
る
共
犯
」
慶
応
法
学
研
究
三
三
巻
二
号
（
一
九
六
〇
年
）
四
七
三
頁
以
下
。

（
65
）C

ra
m
er
/
H
ein
e,
S
ch
o
n
k
e /
S
ch
ro
d
er,
(F
n
.
8),

27 R
n 16.;

R
o
xin
,
(F
n
.
1),

31 R
n 169.

（
66
）R

G
S
t 71,

176,
178

〔
乗
組
員
が
煙
草
一
〇
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
密
輸
し
、
関
税
を
免
脱
す
る
の
を
知
り
な
が
ら
こ
れ
を
阻
止
し
な
か
っ
た
航
海
士
に
つ
い

て
、「
義
務
に
従
っ
た
介
入
が
あ
れ
ば
如
何
な
る
事
情
の
下
で
も
行
為
が
阻
止
せ
ら
れ
う
る
と
い
う
こ
と
は
、不
作
為
に
よ
る
幇
助
に
と
っ
て
必
要
で
は
な
い
。

む
し
ろ
、
幇
助
は
そ
の
活
動
に
よ
っ
て
行
為
の
完
成
を
困
難
な
ら
し
め
る
状
態
に
あ
れ
ば
十
分
で
あ
る
」〕；

R
G
S
t 73,

52,
54

〔
夫
が
そ
の
妻
を
殺
害
す
る

行
為
の
幇
助
に
問
わ
れ
た
夫
の
愛
人
に
つ
い
て
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
は
、
前
記
判
決
を
引
用
し
つ
つ
、
被
告
人
（
夫
の
愛
人
）
が
自
分
の
愛
人
に
妻
殺
害
の
意

図
の
あ
る
こ
と
を
妻
に
通
報
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
夫
の
殺
害
意
図
が
抑
制
さ
れ
る
と
か
、
妻
が
い
っ
そ
う
注
意
を
払
う
こ
と
に
な
り
、
夫
の
犯
罪
の
実
行

が
著
し
く
困
難
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
点
を
考
慮
す
べ
き
だ
っ
た
と
判
示
し
て
、
原
判
決
を
破
棄
し
た
〕；

B
G
H
S
t 2,

129,
134 f;

B
G
H

 
N
JW
 
1953,

1828;
B
G
H
S
t 48,

301,
302.

Ja
k
o
b
s,
(F
n
.
48),
29.
A
b
sch
n 102a

.;
R
a
n
ft,
(F
n
.
58),
268,

281 ff.

札
幌
高
判
平
成
一
二
年
三
月
一
六

日
（
本
章
４
⑦
判
例
）
も
犯
罪
の
実
行
を
阻
止
す
る
こ
と
が
相
当
程
度
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
で
よ
い
と
し
て
い
る
。

（
67
）R

G
S
t 58,

113,
114 f;

B
G
H
S
t 2,
129,

130 f.;
B
G
H
 
S
tV
 
1995,

524.;
B
G
H
,
N
JW
 
2001,

2409,
2410.

大
判
大
二
年
七
月
九
日
刑
録
一
九
輯
七
七

一
頁
「
犯
罪
ノ
幇
助
行
為
ア
リ
ト
ス
ル
ニ
ハ
犯
罪
ア
ル
コ
ト
ヲ
知
リ
テ
犯
人
ニ
犯
罪
遂
行
ノ
便
宜
ヲ
与
エ
之
ヲ
容
易
ナ
ラ
シ
メ
タ
ル
ノ
ミ
ヲ
以
テ
足
リ
其
遂

行
ニ
必
要
不
可
欠
ナ
ル
助
力
を
与
フ
ル
コ
ト
ヲ
必
要
ト
セ
ス
」。
高
橋
則
夫
「
不
作
為
に
よ
る
幇
助
犯
の
成
立
」
現
代
刑
事
法
二
巻
六
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
一

〇
一
頁
以
下
、
一
〇
二
頁
。B

a
u
m
a
n
n
/
W
eb
er
/
M
itsch

,
(F
n
.
2),

31 R
n 16 ff.;

W
essels /

B
eu
lk
e,
(F
n
.
50),
R
n 582.

（
68
）
通
説
は
「
促
進
」
説
に
反
対
し
て
い
る
。W

.
Jo
eck
s,
M
u
n
ch
n
er K

o
m
m
en
ta
r.
S
tra
fg
esetzb

u
ch
,
2003,

27 R
n 26 ff.;

K
.
L
a
ck
n
er,
K
.

K
u
h
l,
S
tra
fg
esetzb

u
ch
.
K
o
m
m
en
ta
r,
26.
A
u
fl.,
2007,

27 R
n 2.;

R
o
xin
,
(F
n
.
1),

26 R
n 184 ff.

（
69
）S

ch
m
id
h
a
u
ser
,
(F
n
.
44),
13.
K
a
p R
n 14.;

W
eig
en
d
,
(F
n
.
7),

13 R
n 96.

阿
部
（
注
56
）
六
頁
。
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（
70
）S

ch
m
id
h
a
u
ser
,
(F
n
.
44),
13.
K
a
p R
n 11.

（
71
）
参
照
、
齋
藤
（
注
20
）
二
八
頁
。

（
72
）
植
田
（
注
13
）
二
七
一
頁
以
下
。
神
山
敏
雄
「
不
作
為
に
よ
る
教
唆
」
岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
三
二
巻
三＝

四
号
（
一
九
八
三
年
）
四
三
七
頁
以
下
、
四
九

四
頁
以
下
は
植
田
説
を
支
持
す
る
。

（
73
）
参
照
、
齋
藤
（
注
20
）
二
八
頁
。

（
74
）B

lo
y
,
(F
n
.
59),
496.

（
75
）R

o
xin
,
(F
n
.
1),

26 R
n 87.

（
76
）R

u
d
o
lp
h
i,
(F
n
.
7),
V
o
r
13 R

n 42.;
W
eig
en
d
,
(F
n
.
7),

13 R
n 88 u

.
28.;
B
lo
y
,
(F
n
.
59),
497.

（
77
）W

eig
en
d
,
(F
n
.
7),

13 R
n 88.

（
78
）R

o
xin
,
(F
n
.
1),

26 R
n 87.

神
山
（
注
72
）
五
一
七
頁
は
、
被
監
督
者
が
第
三
者
を
教
唆
す
る
の
を
監
督
者
が
阻
止
し
な
い
場
合
、
監
督
者
に
は
犯
罪

計
画
の
提
案
者
的
役
割
が
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
不
作
為
に
よ
る
幇
助
を
認
め
る
。
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2.Nichtvornahme der gebotenen Handlung(Unterlassung)
3.Tatsachliche Moglichkeit zur Vornahme der gebotenen Hand-
lung
 

4.Eintritt des Erfolgs
 

5.Unterlassungskausalitat (Band 44,Heft 2)
6.Garantenstellung

 
a)Grundlegendes

 
b)Einzelne Garantenstellung
(1)Rechtsvorschrift
(2)Freiwillige Pflichtubernahme (Band 44,Heft3/4)
(3)Gefahrbegrundendes Vorverhalten(Ingerenzprinzip)
(4)Verantwortung fur Gefahrenquellen
(5)Weitere dogmatische Moglichkeiten? (Band 45,Heft 1)
c)Japanische neuere Lehren

 
d)Japanische Rechtsprechung (Band 45,Heft 2)

B.Subjetiver Tatbestand
 

1.Inhalt und Gegenstand des Unterlassungsvorsatzes
 

2.Tatbestandsirrtum
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C.Objektive Zurechnung
 

a)Handlungsunrecht
(1)Gleichwertigkeitskorrektiv
(2)Passive Euthanasie

 
b)Erfolgsunrecht
(1)Adaquanzzusammenhang
(2)Risikozusammenhang
(3)Rechtmaßiges Alternativverhalten (Band 45,Heft 3)

Dritter Abschnitt Rechtswidrigkeit
 

1.Notstand
 

2.Pflichtenkollision
 

3.Einwilligung des Verletzten
 

4.Notwehr
 

Vierter Abschnitt Schuld
 

Funfter Abschnitt Versuch
(1)Tauglicher Versuch
(2)Rucktritt vom Versuch
(3)Untauglicher Versuch (Band 45,Heft 4)

Sechster Abschnitt Fahrlassige unechte Unterlassungsdelikte
 

1.Fahrlassige unechte Unterlassungsdelikte im Allgemeinen
 

2.Geschaftsleitungs-und Aufsichtsverschulden der Geschaftsfuh-
rer bzw Verantwortlichen
(1)Gesshaftsleitungs-und Aufsichtsverschulden als fahrlassiges

 
unechtes Unterlassungsdelikt

(2)Geschaftsleitungs-und Aufsichtsverschulden und Vertrauens-
grundsatz

(3)Objektive Zurechnung (Band 46,Heft 1)
Siebter Abschnitt Taterschaft und Teilnahme durch Unterlassen

 
1.Mittelbare Taterschaft

 
2.Mittaterschaft

 
a)Mittaterschaft bei mehreren Unterlassenden

 
b)Mittaterschaft von Unterlassendem und aktivem Tater

 
3.Aktive Teilnahme am Uterlassungsdelikt

 
4.Teilnahme durch Unterlassen
(1)Beihilfe durch Unterlassen

 
a)Trennung der Taterschaft von Beihilfe

 
aa)Japanische Rechtsprechung

 
bb)Japanische Lehren

 
cc)Auseinandersetzungen mit Rechtsprechung und Lehren

 
aaa)Subjektive Theorie

 
bbb)Gehilfentheorie
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ccc)Differenzierende Theorie
 

ddd)Tatherrschtstheorie
 

eee)Schweretheorie
 

fff)Taterschaftstheorie
 

b)Kausalitat der Beihilfe
(2)Anstiftung furch Unterlassen (Band 46,Heft 2)
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